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平成２３年第２回訓子府町議会定例会会議録 

 

 

○議事日程(第１日目) 

平成２３年６月２１日（火曜日）       午前９時３０分開会 

 

第１  会議録署名議員の指名（４名） 

第２  会期の決定 

第３  行政報告 

第４  町政執行方針、教育行政執行方針 

第５  議案第４１号 監査委員の選任について 

第６  議案第４２号 専決処分の承認を求めることについて 

第７  議案第３９号 訓子府町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条 

例の制定について 

第８  議案第３１号 平成２３年度訓子府町一般会計補正予算（第２号）について 

第９  議案第３２号 平成２３年度訓子府町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

について 

第１０ 議案第３３号 平成２３年度訓子府町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

について 
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ついて 
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第１４ 議案第３７号 町税条例の一部を改正する条例の制定について 

第１５ 議案第３８号 奨学資金貸付に関する条例の一部を改正する条例の制定について 
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る条例の一部を改正する条例の制定について 

第１７ 一般質問 
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開会 午前 ９時３０分 

    ◎開会の宣告 

○議長（橋本憲治君） 皆さん、おはようございます。 

 それでは、定刻になりました。 

 ただいまから、平成２３年第２回訓子府町議会定例会を開会いたします。 

 本日の出欠報告をいたします。本日は、全議員、全説明員の出席であります。 

 なお、谷本農業委員会会長から、今定例会中、欠席する旨の報告がありました。 

 また、田古選挙管理委員長は、本日、欠席する旨の報告がありました。 

 

    ◎開議の宣告 

○議長（橋本憲治君） 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付してあるとおりであります。 

 

    ◎諸般の報告 

○議長（橋本憲治君） 日程に入るに先立ち、事務局長に諸般の報告をさせます。 

○議会事務局長（森谷 勇君） それでは、ご報告申し上げます。本定例会の説明員並び

に閉会中の動向につきましては、印刷の上、お手元に配付のとおりであります。 

 なお、本定例会に町長から提出されております案件につきましては、議案が１２件であ

ります。 

 また、議会提案による議案が１件、選挙が１件であります。 

 その他、報告が４件であります。 

 以上でございます。 

○議長（橋本憲治君） 以上をもって諸般の報告を終わります。 

 

    ◎会議録署名議員の指名 

○議長（橋本憲治君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、議長において、２番、佐藤静基

君、３番、工藤弘喜君、４番、河端芳惠君、５番、余湖龍三君を指名いたします。 

 

    ◎会期の決定 

○議長（橋本憲治君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から６月２３日までの３日間といたしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 異議なしと認めます。 

 よって、会期は３日間と決定いたしました。 

 

○議長（橋本憲治君） 議場の皆さん、議員、説明員に申し上げます。事前に皆さんにお

知らせしておりますとおり、議会においてもクールビズの励行ということで、９月３０日
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までの間、ノーネクタイ、または上着の着用は自由ということで進めてまいりますの 

で、ご理解をお願いしたいと思います。 

 

    ◎行政報告 

○議長（橋本憲治君） 日程第３、菊池町長から行政報告がありますので、この際、発言

を許します。 

 町長。 

○町長（菊池一春君） おはようございます。 

 ただいま、議長のお許しをいただきましたので、本定例町議会招集のご挨拶を申し上げ

ます。本日、第２回定例町議会を招集申し上げましたところ全員のご出席をいただき厚く

お礼を申し上げるものでございます。 

 本定例町議会にあたり、提案しています概要を申し述べまして、ご理解を賜りたいと存

じます。 

 はじめに、人事案件についてでございますが、識見を有する監査委員１名が、本年７月

１６日をもちまして任期満了となりますことから、監査委員の選任にご同意をいただきた

く提案をさせていただいているところでございます。 

 次に、公用車事故に関する損害賠償の専決処分の承認について、提案をさせていただい

ております。 

 次に、条例の制定でございますが、３月に発生して東日本大震災により、被害を受けら

れた方の雑損控除等の特例を規定する町税条例の一部を改正する条例。 

 また、後ほどの執行方針の中で触れさせていただいていますが、町の奨学資金の貸付金

額や償還期間を拡充する奨学資金貸付に関する条例の一部を改正する条例。 

 医療費助成を拡充する訓子府町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条

例と訓子府町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部を改正

する条例をそれぞれ制定するため提案をさせていただいております。 

 次に、各会計予算につきましては、ご存じのように本年は統一地方選挙の年でもござい

まして、本年度の当初予算は、骨格予算となっておりますので、今定例会では一般会計予

算をはじめとする各会計の政策的な予算を中心に提案をさせていただいているところであ

ります。 

 一般会計につきましては、総額９，３９６万８千円の追加補正。 

 特別会計では、国民健康保険特別会計につきましては、１０万６千円の追加補正。 

 後期高齢者医療特別会計につきましては、１１万円の追加補正。 

 介護保険特別会計につきましては、９３８万１千円の追加補正。 

 下水道事業会計につきましては、１００万円の追加補正。 

 さらに、水道事業会計では、第３条の予算の収入で７３８万１千円の減額補正。支出で

２１４万７千円の追加補正。 

 第４条予算の収入で１，０３８万１千円。支出で５７０万円の追加補正をそれぞれ提案

させていただいているところでございます。 

 平成２３年度におきましては、補正提案をあせて一般会計の総額が４１億２，５００万

５千円、特別会計とあわせると総額で５８億４００万２千円となるところでございます。 
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次に、報告でございますが、平成２２年度に承認をいただいた、きめ細やかな交付 

金、住民生活に光をそそぐ交付金、国の追加経済対策による各種の事業を平成２３年度に

繰り越しましたので、ご報告をさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。 

 以上の議案１２件、報告２件の詳細につきましては、各担当課長等から説明をさせます

ので、ご審議を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

 第２回定例町議会開会の挨拶とさせていただきます。 

 引き続きまして、お手元に配布させていただきました行政報告を申し上げます。 

 ６月１０日に発生した「降雹
こうひょう

を伴う集中豪雤」による農作物の被害状況について、翌１

１日に網走農業改良普及センターとＪＡきたみらいとともに現地調査を行いましたので、

その結果をご報告させていただきます。 

 被害面積につきましては、１７８．７６ｈａで、そのうち、降雹
こうひょう

を伴う大雤被害が３３

戸で１５８．６３ｈａ、大雤による表土流出等の被害が２３戸で２０．１３ｈａとなって

おります。なお、被害農家の実戸数につきましては、５０戸となっております。 

 降雹
こうひょう

による被害をＪＡきたみらいの独自調査基準に基づく被害程度に分類しますとほと

んどの葉が失われているものを「甚
じん

」、大きな穴や欠損があるものを「多
た

」、多尐の穴や打撲
だ ぼ く

痕
こん

があるものを「尐
しょう

」としておりますが、これを作物別にあてはめますと玉ねぎが５９．

９４ｈａで、そのうち、被害区分「甚
じん

」が１２．４６ｈａ、「多
た

」が２５．６８ｈａ、「尐
しょう

」

が２１．８ｈａとなっております。 

 てん菜につきましては、６１．７４ｈａで、そのうち、被害区分「甚
じん

」が２．１ｈａ、「多
た

」

が１３．６ｈａ、「尐
しょう

」が４６．０４ｈａとなってございます。 

 他の作物は、被害程度が「尐
しょう

」となっておりますが、いもが１８．０２ｈａ、スイート

コーンが７．２８ｈａ、デントコーンが７ｈａ、小麦が２．１ｈａ、豆類が１．９５ｈａ、

薬草が０．６ｈａとなっております。 

 これらの被害作物については、今後の天候次第で回復するものもあるかと思いますが、

収量への影響が懸念されるところでございます。 

 特に、玉ねぎにつきましては、被害程度「甚
じん

」については、極めて厳しいといえますし、

「多
た

」や「尐
しょう

」についても適期に防除ができるかどうかによって差が大きく出てまいりま

すので、予断を許さない状況といえます。 

 町としましては、今後の状況の変化に注意しながら、農協とも連携し、必要な対策を講

じてまいりたいと考えております。 

 被害を受けた皆さんに、心からお見舞いを申し上げますとともに、今後、天候に恵まれ、

一日も早く作柄が回復し、豊穣の出来秋が迎えられることをお祈りし、このたびの降雹
こうひょう

等

の被害報告とさせていただきます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本憲治君） ただいまの行政報告に対しまして、若干の時間、質疑することを

許します。 

 質疑は、１人２回に制限いたします。 

 ご質疑ございませんか。 

 ９番、山本朝英君。 

○９番（山本朝英君） ９番、山本です。被害状況は数字を示していただきましたので、
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大体わかるのですが、この中で廃耕をするようなものも玉ねぎ等については、経費等々あ

りますから、何か出そうなところがあるのですが、その状況をもう尐し詳細に、わかる範

囲で結構ですので、お伺いをしたい。 

 もう１点は、この降雹
こうひょう

とは違うのですが、その関係もありまして、昨日、一昨日に言わ

れたところを回ったのですが、いろいろな河川で被害が多分出ていると思うのですが、た

またま昨日行ったところの１カ所は、現場を見せてもらったのですが、今なら災害的な予

算でも付けば、尐ない被害のうちに尐ない予算でできるようなことがあるのですが、昨日

見た現場については、もう一度、あの大きな雤等々がきますと大きな甚大な災害になり得

るというような現場もあったのですが、町全体で、その調査等々の考えがあるのかどうか

も含めてお伺いしたい。 

○議長（橋本憲治君） 農林商工課長。 

○農林商工課長（佐藤正好君） ただいま、今回の雹
ひょう

害等による廃耕の状況についてのお

尋ねを１点目いただきました。３月１５日以降、共済組合で現地評価を実施していること

を聞いてございます。６月１５日以降です。申し訳ありません。その中で一定程度見ては

いるのでしょうが、昨日もある農家の方ともお話しましたところ、やはり、中にはぎりぎ

りの今月いっぱいぐらいまで様子を見て、できれば何とか収穫するところまでもっていき

たいという気持ちもある方もおりまして、まだ廃耕するかどうか決めかねているのが現状

で、今のところ明らかに廃耕すると決定したものは承知してございません。 

 なお、今回被害のありました玉ねぎの甚
じん

と多
た

と分類される分につきましては、３８．１

４ｈａございます。廃耕になるとすれば、この圃場が多分廃耕になるかと思いますが、こ

れについては、いずれも共済に加入している状況になってございます。 

○議長（橋本憲治君） 建設課長。 

○建設課長（林 秀貴君） ２点目の今回の降雹
こうひょう

等含めて、一時的な集中的な雤量によっ

ての河川被害状況のご質問でございますが、確かに今回の雤については、夕方の時間的に

は３０分程度でしたが、雤量的、地域的には弥生、福野を中心として、集中的に降ったこ

とで、その短時間に対する雤量でいえば、相当数降った中で、河川整備はされているので

すが、集中的に降ったということもありまして、被害を受けた状況がございました。その

被害状況につきましては、特に、福野や弥生の実践会長はじめ地域の方々から、その状況

をそれぞれの部署の中で、被害状況を確認しながら、今、土砂等で埋まっている状況 

が、一番被害的には大きいのですが、その辺は随時、今作業を進めておりまして、ほ 

ぼ、それは完了しております。 

 ただ、抜本的な解決ということになれば、今回の雤量に対応する災害対策として、今後

その雤量も想定した中で、どのように対応していくか、今後、地域の方等を含めなが 

ら、対応していきたいと思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） ほかにご質疑ございませんか。 

 山本朝英君。 

○９番（山本朝英君） 河川関係なのですが、実は、今言った弥生の降雹
こうひょう

の関係で、一番

被害が大きかったのは、会田氏の辺と思い、降った直後に行った時に北側の伊藤氏の南６

線ぐらいになるのですか、あそこの箇所の土管が詰まって、オーバーフローし、草もあっ

た。待避所があったから、都合よかったのですが、オーバーフローしても下の川に流れた。
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後からよく聞いてみるとあの沢は、太田川と聞いたのですが、あの下は大丈夫なのかと昨

日、一昨日と下のほうを見せてもらったのですが、護岸がはずれて、あれはどっちからき

ているか、山川氏の所からかですか。こんなこといっていいのかは、分かりませんが、伊

藤さんのほうから入っていった水が、高倉氏の所のぶつかっているのですが、護岸の下を

もぐっているのです。あそこは、枡の下の護岸がはずれて、水がその下を走っていること

で、あれをおいておくと今後は大きな災害になるというようなこともあります。あの所の

措置は、現場を見ておけばわかると思うのですが、今、軽度でないです。トラフがもう浮

き上がり、水が下にもぐっていますから、そういうところの国というか、災害のそういっ

た対策、修理できるようなものがあるとするなら、早急に取り組んだほうがいいのかなと

いう感じがして見てきたのですが、何かあれば伺いたい。 

○議長（橋本憲治君） 建設課長。 

○建設課長（林 秀貴君） 今、山本議員が言われた河川については、私ども現場を把握

しておりまして、今言われた上流側はもともと沢地だったのですが、基盤整備等が行われ

たこともあって、先ほど私が申し上げたように、今回の雤については、集中的に降り、畑

の水がいっきにそこの土管に集まり、あふれてしまい、下流域に被害を与えたという状況

でございますが、今言われているのは、太田川の支線と言われまして、支線そのもの 

は、まだ未改修河川でありまして、若干、今までの雤等でも現況は埋まっており、今回も

土砂等で埋まっておりますので、その辺、会長含めて地域の方と現場を見まして、時期的

には早急に河川の土砂上げや今議員言われた太田川との合流点については、町の直営で直

すことで、今どのような方法がいいかということも検討しながら、進めようと思っており

ます。 

ただ、今回の雤につきましては、一般的な国の補助事業による災害補助事業の中で 

は、対象になり得ない状況でございますので、その中では、直営の中で今、進めることに

しておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） ほかにご質疑ございませんか。 

 ２番、佐藤静基君。 

○２番（佐藤静基君） ２番、佐藤です。今回のこの被害につきましては、町長も積極的

に現場を見られて十分承知と思いますが、対応につきましては、先ほどＪＡと調査中とい

うことですから、共済のほうもありますし、農協と協調して対応する。これは資材と資金

のことと思いますが、もう１つ、１９年に、このような雹
ひょう

害があった時に、町から見舞金

という形で出したような記憶があるのですが、今回の場合は、その基準に達するような状

況があったのか、現場を見て、この町としての見舞金については、どのような状況になる

のか。 

○議長（橋本憲治君） 総務課業務監。 

○総務課業務監（伊田 彰君） 今、佐藤議員から見舞金の関係でご質問がございました

が、町の見舞金は、あくまで町単独事業で、過去には実施しておりましたが、廃止した年

度は、定かではないのですが、１９年以前には、既に廃止となっている事業であることを

ご理解いただきたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） 山本議員と佐藤議員からの質問も含めて、総括的に答弁をさせて
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いただきたいと思います。ご存じのとおり昨日道議会の農政委員会の議員１０名と管内選

出の道議会議員、高橋、日下、鳥越の計１３名の道議会議員と道庁の農政部長以下幹部職

員、オホーツク総合振興局の局長以下幹部職員が、本町に来ていただきまして、奥村良治

氏の福野側の防風林より下の畑の現場を２０分ほど、見ていただきました。その時にもお

話をさせていただきましたが、１９年度は、私どもの町でいきますと総体的に８７１．３

８ｈａの被害がございました。２０年度は、総体的に６６０．４８ｈａの被害がございま

した。今年度については、先ほど申し上げましたとおり全体としては、１７８．７６ｈａ、

うち大雤被害で１５８．６３ｈａの状況でございますから、今年度については、北見市や

大空町、美幌町から見ると面積的には極めて尐ない状況でございました。 

 しかし、過去の例を見ても毎年このような形で雹
ひょう

の被害がありますし、平成１９年度で

は、６月２２日、７月２３日、７月２６日と本当に３回連続、１０月５日にも若干降った

ということもありますし、２０年度は６月１１日と７月５日に降雹があったことですから、

たまに起きるということよりは、もう通年化してきている状況です。 

 関連して山本議員からも出ていましたように、共済加入率が平成１９年度は４．４９％

でしたが、本年については、９０．６０％と共済加入率が極めて高くなった状況にありま

す。自己防衛がやはり必要であることを農家の人たちも認識が大変強まったと思います。 

昨日、私は農政委員会の皆さん方に３つほど提案をさせていただきました。雹
ひょう

は突然降る

こともありますが、前後して雤が集中的に降ってくる。その時、やはり水のはけ口になる

暗渠等々の畑総整備は、極めて重要という話を今日の道新にも一部出ておりました 

が、引き続き、予算を減尐させないで、やはりきちんとやってほしいことの要請と関連し

て、高橋道議から私に対する質問で出たのですが、今、山本議員が言われたように小河川

の被害はないかとの話が出ましたので、私から太田川をはじめとする小さな素掘側溝から

あふれたりとか、崩れたりしていることの話もさせていただきましたので、いずれにして

もこれらについては、激震やあるいは大規模災害にはなりませんが、町で計画的に毎年５

００万円から１千万円の単費をかけて、号線道路のＵ字溝を今入れはじめています。今年

は、柏丘地域に２００ｍほど入ってきていますが、その工事費はばかにならない。ぜ 

ひ、道費も含めて、小河川の改修あるいは補修も含めた予算に対する支援をお願いしたい。

これは、道議会議員の皆さんもまったくそのとおりとの意見であると理解し、帰っていた

だきましたので、この点については、私自身も農政部やいろいろなところにきちんと言っ

ていきたいと考えているところでございます。 

 さらに、これは例年どおりでございますが、ＪＡきたみらいで被害のまとめをしますの

で、廃耕することも尐しすると明らかになってきますが、それらに対する利子補給は、Ｊ

Ａきたみらいと共同で行っていきたい。これは北見市も同じ考え方です。北見市は、大規

模だったこともあり、今回、緑肥の種代を１０分の１０補助することを打ち出しているよ

うでございますので、昨日、奥村氏の被災場所に３実践会の高園、弥生、福野の方たちが

１０数人集まったり、本町の状況を話しましたら、一斉に皆、緑肥をまいて何とか地力を

回復したいことのお話もございましたので、これも北見市と連動しながら、いずれ機会を

みて、議会に提案し、補正等々を含め、今回の復旧に対する支援を町としても考えていき

たいと考えているところでございます。 

 また、見舞金制度は、廃止の経緯がございますが、いずれにしても被災農家に対し、町
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として、やるべきことをきっちりやっていきたいと考えておりますので、ご理解を賜りた

いと思います。 

○議長（橋本憲治君） ほかにご質疑ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 質疑がないようですので、これをもって質疑を終了いたします。 

 以上をもって、行政報告を終了いたします。 

 

    ◎町政執行方針、教育行政執行方針 

○議長（橋本憲治君） 日程第４、菊池町長から町政執行方針、山田教育長から教育行政

執行方針がありますので、この際、発言を許します。 

 町長。 

○町長（菊池一春君） 平成２３年第２回定例町議会の開会にあたりまして、平成２３年

度の町政執行に向けて、私の基本的な考え方と追加予算に加え、繰り越し予算や当初予算

で既に実施しているものもございますが、それらを含めた中での執行方針を申し上げ、町

民の皆さま並びに町議会議員の皆さまのご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

 さて、４月２４日執行の訓子府町長選挙におきまして、町民の皆さまから大きな期待と

信任をいただき、２期目４年間の町政のかじ取りを担うことになりました。２期目におい

ても依然として厳しい社会情勢化にあることから、初心を忘れることなく、責任の重大さ

を肝に銘じ取り組んでまいる所存でございます。 

 私の１期４年間につきましては、町財政状況の危機が叫ばれる中「みんなで創る訓子府

の元気」を考え、「訓子府の底力でふるさとの未来をひらく」を理念として、様々な政策を

立ち上げてきたところであります。 

 ２期目は１期目でお約束した公約を熟成させ、２期目の新たな政策として、「町民にやさ

しいまちづくり」をめざしていくため「訓子府の元気、新しい『７つの約束』を掲げ町政

の運営にあたっていく所存でございますので、町民の皆さまをはじめ、町議会議員の皆さ

ま、国・道その他関係各方面のご支援、ご協力を賜りたいと存じますので重ねてご協力の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

 さて、日本の景気は、一段と厳しさを増し、景気低迷からの脱却を模索しており、数度

に及ぶ経済対策により都市部では回復傾向が見られましたが、地方においては未だ回復が

実感できる状況にありません。 

 加えて、３月１１日に東北地方を襲った東日本大震災は、地震、津波の被害に加えて福

島原子力発電所災害を伴う複合災害であり、我が国の経済社会を揺るがすような未曾有の

危機であり、３か月を過ぎ未だ多くの方が行方不明となっている状況にあります。亡くな

られた皆さまのご冥福をお祈りし、被災された皆さまにお見舞いを申し上げ、１日も早い

復興を願うばかりであります。 

 また、復興の礎も緒についたばかりであり、今後も数兆円規模の復興費用が、想定され

るなど今後の国家財政の逼迫
ひっぱく

や地方財政に及ぼす影響は予想もつかない状況にあります。 

 さらに、地方自治に関連して消費税値上げを福祉目的に、地方消費税の社会保障費への

財源化など地方団体の意見を聞かず検討が進められ、また、国家公務員の給与切り下げに

関連しては、地方交付税の単位費用削減などがとりざたされています。 
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 さて、平成２３年度の訓子府町予算につきましては、自主財源である町税が農業所得の

増加により伸びが見られるものの歳入の大きな割合を占める地方交付税においては、若干

回復傾向にありますが、復興財源確保の関係もあり、今後は予測できない状況にあります。 

 本町の財政も各種指標や公債残高は好転していますが、厳しい状況は続くと思われます

ので、さらなる行政改革、事務事業の見直しや各種事業の選択などを進め、町民の皆さま

のご意見を大切にしながら効率的かつ効果的な行財政運営を目指してまいります。 

 このようなことを踏まえながら、本年度は公約に掲げている新しい「７つの約束」を柱

として施策を進めてまいります。 

 第１に「町民の一人ひとりの知恵とパワーで『まちづくり』をすすめます」についてで

あります。 

 訓子府町は町民のものであります。私は一貫して町民の皆さまが町政の主役であること

を申し上げています。これは町民の皆さまがまちづくりに対し、学習し考え、実践するこ

とと考えているところでございます。 

 そのような意味から「まちづくり委員会」における２年間にわたる議論を踏まえ、各町

内会、実践会の代表である２９名の方で構成する「まちづくり推進会議」を新たに設立し、

「町の予算」をはじめ、町が抱える生活や暮らしの課題等について意見交換、提言をいた

だき、政策へ積極的に反映できればと考えております。 

 さらに、様々な行政情報を積極的に提供する「まちづくり情報コーナー」を図書館に４

月から設置し、住民参画推進に努めてまいります。 

 また、広く意見を聴く場として、「夜間町長室開放」や「みんなのふるさと懇談会」を継

続して開催するとともに、訓子府町ホームページに新たに「町長室」コーナーを開設 

し、町長からの積極的な情報発信と直接意見交換などができるシステムを構築し、より多

くの住民の方々から様々なお話を聞かせていただければと思います。 

 町の将来は、町民の総意で決めることが必要です。平成１６年の合併に関する町民の真

剣な議論は貴重な財産となりました。「地域とは、自治とは何なのか」をあらためて考 

え、日本国憲法や地方自治法の精神を踏まえ、国や北海道から提案されている「定住自立

圏構想」や「道州制」については、近隣自治体と連携し慎重に判断するとともに、小さい

からこそできる行き届いた「まちづくり」に向けて進めてまいるところでございます。 

 また、国の動向を見極めながら、まちの将来や重要な問題を決定する「町民投票条例」

の制定を検討してまいります。 

 町政の主役となる町民の様々な活動を総合的に支援するための新しい取り組みとして、

個人町民税のおおむね１％を財源に「くんねっぷ型町民税１％活用制度」を導入し、その

活用事業として「まちづくりパワーアップ特別対策事業」を創設します。 

 この事業は、「わくわく地域づくり活動支援事業」、「コミュニティ活動活性化事業」、「コ

ミュニティ施設等整備事業」、「地域活性化チャレンジ事業」、「元気なまちづくり推進事業」

の５つの事業で構成し、コミュニティの活性化と町民の自主的で元気な活動を支援し、行

政とのパートナーシップによる公共サービスやコミュニティビジネスの創出など地域力の

向上につながるものとして、期待するところであります。 

 また、本町の特定する事業へ共感し、まちづくりに参画できる仕組みとして、平成２０

年度に設置した「訓子府ふるさとおもいやり寄付」も延べ５６名、約５５０万円とな 
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り、その一部を寄付された方の希望に沿った形で、有効に活用させていただいております。

また、同時に設置したふるさと応援団の人数も１３０名にのぼり、今後もこの事業の賛同

を得るため、札幌くんねっぷ会や昨年再結成した「東京くんねっぷ倶楽部」などを通じて

ＰＲを進め、町内外の皆さまから、まちづくりに対する積極的な提案を受けてまいります。 

 明治３０年に北光社移民団によりオロムシの地に開拓の鍬がおろされ、大正９年置戸村

から分村、昭和２６年町制を施行し、本年は６０周年の節目であります。 

 ２０００年に「地方分権一括法」が施行され、１１年が経過していますが、その間「官

から民へ」「国から地方へ」「地方分権」が叫ばれ、地方自治、住民自治は大きな転換期を

迎えています。このようななか６０年の節目にあたり町制６０周年記念事業として、日本

の地方自治のあるべき姿や訓子府町の将来に向けた課題などを本旨に記念講演会の開催を

はじめ、昭和２６年からの歩みを綴る「ふるさとアルバム事業」、レクリエーション公園へ

の６０本の「記念植樹」、障がいのある方々の作品展示や講演を行う「くんねっぷアートフ

ェス～みんなだれでもアーティスト」やＮＨＫラジオ公開録音「上方演芸会」のほか、各

種社会教育、体育事業参加者への記念品配布、グレードアップしたふるさとまつり、さむ

さむまつりなどを実施し、先人の労苦に感謝し、「訓子府の未来」また「訓子府の元気」に

つなげていきたいと考えているところであります。 

 第２に「安心して暮らせる『福祉優先の町』をつくります。」についてであります。 

 超高齢化社会への対応は、本町にとりましても緊急の課題であります。 

 高齢化率は３０％を超えてはおりますが、長寿社会は喜ばしいものであり、この町に誰

もが「元気」で住み続けることができる「やさしいまちづくり」を推進します。 

 高齢者が健康で安心して生活できるまちが理想であり、元気でますます活動の輪を広げ

られるよう「老人クラブ連合会活動費補助金」「長寿会館運営費補助金」を継続するほ 

か、移動手段として、試行してまいりました乗り合いタクシー（デマンドタクシー）を本

年より、７５歳以上の高齢者が、町内移動にハイヤーを基本料金のみで利用できる「高齢

者ハイヤー利用サービス事業」を実施してまいります。 

 また、スクールバスの利用、通院バスへの補助を継続し、より広い行動を支えるため北

見市までのバス料金補助についても検討してまいります。 

 地域の中でお年寄りを見守り支え合うため、地域包括支援センター、社会福祉協議会の

ボランティアセンター、町内会、実践会や社会福祉団体の皆さまと連携した日常的な声か

け運動や地域担当職員制度を活用した高齢者宅訪問のほか、「災害弱者緊急通報装置設置事

業」の拡充更新、昨年から始めた「高齢者緊急医療情報キットケース配布事業」を拡充、「愛

の声かけ訪問事業」「訪問サービス事業」を継続するほか、私自身が老人クラブ訪問や高齢

者世帯等への「おじゃまします」訪問を行ってまいりたいと考えています。 

 また、近年は様々な法律上の制約により、本人を確認する公的な証明証書の提示が求め

られることが多くなり、議会でも意見をいただいておりましたが、６５歳以上の高齢者に

希望により住民基本台帳カードを無償で交付する制度を７月から実施してまいります。 

 誰もが住み慣れた地域で住み続けるためには、在宅介護のサービスを継続するほか、「コ

ミュニケーション支援事業」「移動支援事業」「日中一時支援事業」などや障がいを持つ方

の交流の場である地域活動支援センター「きらきら本舗」への支援を継続してまいります。 

 また、特別養護老人ホーム「くんねっぷ静寿園」の東棟暖房配管等改修事業に対する補
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助を行うほか、訓子府福祉会と連携し、高齢になっても安心して暮らすことができ、介護

保険の適用を受けられるケアハウスの特定化や社会福祉法人や福祉団体と連携した障がい

を持つ方が入居できるグループホームや作業所等の支援拡充を検討してまいります。 

 保健、医療につきましては、健康づくりと予防に重点をおきながら、各種健診事業や育

児支援、さらには育児相談や健康相談にも積極的に取り組んでまいりますが、平成２０年

度から実施している国民健康保険被保険者を対象とした「特定健診」を受診しやすくする

ために、今年度から集団健診のほかに都合の良い日に受診できる個別健診も取り入れてい

くほか、脳脊髄液減尐症などの対象疾患を拡大した「特定疾患患者等通院交通費助成」や

「精神障がい者等通院交通費助成」「訪問看護利用者交通費助成」を継続してまいります。 

 また、重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費などの助成を継続するほか、未就学児

の医療費の助成内容を当面初診料負担のみに拡大して実施してまいります。 

 さらに、オホーツク管内の基幹病院である新北見赤十字病院の経費負担につきまして 

も、病院関係者による説明会等を開催し、町民皆さまの意見を聴き、管内市町村と連携し

検討してまいります。 

 国民健康保険特別会計につきましては、国保税を昨年度に引き続き限度額の改正の決定

をいただいたところでありますが、依然として増え続ける医療費等により、厳しい運営を

強いられており、一般会計からの繰り入れによる対応を余儀なくされております。 

 いずれにいたしましても、国保会計の原則である独立採算の考えのもと、国庫負担増額

など国保会計制度の見直しを全道町村会と共同歩調をとりながら、要請活動を進めるとと

もに、費用負担のありかたを検討してまいります。 

 また、介護保険、後期高齢者医療の各特別会計につきましても健全な運営に努めてまい

りますが、特に介護保険は、制度開始から１２年目を迎え、本年度は平成２４年度からの

第５期計画を策定することになりますが、医療や介護、予防のみならず、福祉サービスを

含めた様々な生活支援サービスが日常生活の場で、適切に提供できる地域での体制を構築

できるよう高齢者のニーズ調査などを実施してまいります。 

 さらには、町の福祉の中核団体である社会福祉協議会、訓子府福祉会や各種福祉団体な

どの活動費補助を継続してまいります。 

 東日本大震災は、国民を震撼させた未曾有の大災害でありましたが、私も５月に現地を

歩き惨状を見て住民の安全、安心を守るのは自治体の役割であり、特に、自治体職員こそ

が住民の暮らしを守り、励まし続ける最前線の仕事であると再確認してまいりました。 

 比較的災害の尐ない本町においても安閑とすることなく、災害時の招集体制の見直しや

地域防災計画にある職員の役割を再確認し徹底するとともに、緊急時に必要な食糧等を備

蓄し、安全かつ安心感を持って暮らせる環境づくりに努めてまいります。 

 過去に他地域で発生している大災害では、多くの高齢者や障がいを持つ方、いわゆる災

害時要援護者の方々が被害にあっています。 

 本町においても現在進めている「災害時要援護者支援台帳」の整備にあわせ、地図情報

がリンクされる高齢者・障がい者等地域見守りシステムを地域の方々の協力を得ながら構

築してまいります。 

 第３に「子ども達が元気に育ち、『笑顔あふれる町』をつくります。」についてでありま

す。 
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 子ども達は町の宝です。子どもの笑顔に励まされながら、訓子府町に住むと安心して子

育てができる環境づくりを町民みんなの力で推進します。 

 本年度においても教育行政の重要性を再認識しながら、教育委員会と緊密な連携を図り

積極的に取り組んでまいります。 

 子ども達が元気に育つのは地域の願いでもあります。昨年開設した「子育て支援センタ

ー」は広い施設を活用し、遊びや子育ての情報提供をはじめ、子育て支援の一時預か 

り、子育てミニ講座などを展開し大勢の親と子が学び育ちあい、高く評価を受けていると

ころであります。 

 子育てにかかる経済的支援と健全育成支援をするために、各種予防接種のほか子宮頸が

ん、小児用肺炎球菌ワクチン、ヒブワクチンの接種の全額補助を実施し、対象年齢を拡充

し、従来からの事業であります乳幼児健康診査、むし歯予防教室、妊婦健診、超音波検査

などの充実により妊娠、出産、育児にかかわる負担の軽減を図ってまいります。 

 また、先ほども延べましたが、子どもが誰でも医療を受けられるように医療費の無料化

を未就学児まで拡大するとともに、将来はさらに拡大することを検討してまいります。 

 本町の幼稚園は、昭和５３年に保育園と同一敷地内で幼保一元化を目指して整備し、以

来保育園統合や園舎の改築を経ながら、幼児の健やかな成長のため幼児教育の充実に努め

てまいりました。 

 幼稚園舎も３０数年が経過し、老朽化が進んでいることなどから、国の制度改革等を見

極めながら幼保一体化施設について検討するとともに、幼稚園預かり保育、保育園の保育

時間延長の継続や衛生的な配食のため給食設備の整備を行ってまいります。 

 老朽化した児童生活館につきましては、対象児童の拡充にあわせ、建設に向けて各小学

校ＰＴＡを対象とした意向調査を実施し、さらに関係課による横断的な検討をしてまいり

ます。 

 また、新たに、北海道帯広盲学校や旫川ろう学校など特別支援学校に通う児童の帰省に

関する支援や長期休暇中の児童生活館への受け入れを進めてまいります。 

 さらには、就学前までの一貫した幼児教育や各種課題に応じた支援を継続することから

も組織機構の改編も検討しつつ、しっかりと子育てを支えてまいりたいと考えています。 

 学校教育につきましては、子どもたちが心豊かで健やかに成長でき、確かな学力を育む

環境づくりに努めてまいります。 

 各種の運営費助成を継続し、学力向上や一人ひとりの子どもに応じた指導を推進するた

め、町単独の臨時講師や支援が必要な児童生徒のための支援員配置を継続してまいります。 

 また、児童生徒が生きた英語に触れ、国際感覚を身に付けるため語学指導助手を引き続

き配置してまいります。 

 また、給食センターにつきましては、安全な地場農産物の活用によるおいしい給食を徹

底した衛生管理のもと提供するとともに、温水ボイラータンク給油設備を改修し安全・安

心な運営に努めてまいります。 

 高等教育につきましては、近隣高校へ通学する交通費の助成を継続するとともに、奨学

資金の貸付や償還期間の拡充を図り、保護者の負担軽減と利便性の向上に配慮してまいり

ます。 

 北海道訓子府高等学校は、昨年より１間口の募集となりましたが、生徒の確保や進路指
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導の充実に向けた「訓子府高等学校教育振興会議」「訓子府高等学校体育文化後援会」活動

に対する支援を継続し、訓子府高等学校教育の充実に向けて、地域と一体となり町ぐるみ

で取り組んでまいります。 

 さらに、尐子化傾向は、新たな中学区高等学校配置計画に影響を及ぼすことが予測さ 

れ、「北海道教育庁新しい高校づくり推進室」へ「訓子府高等学校」の存続を訴え続けてま

いります。 

 第４に「農業や商工業を発展させ「元気な町」をつくります。」についてであります。 

 訓子府町は北海道を代表するクリーン農業の町です。農業者の皆さんが誇りをもって生

産活動ができ、そして商工業、中小企業の皆さんが「元気」になることを支えていきます。 

 全国的に経済状況の先行きが見えないなかで、昨年政権与党の民主党が唐突に環太平洋

経済連携協定（ＴＰＰ）の参加を表明し、北海道や農業を基幹産業とする本町の経済に大

きな影響があることなどから、管内市町村、ＪＡきたみらいなどと連携した参加阻止の運

動を実施してまいりました。 

 政府は、東日本大震災の影響もあり、環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）参加について、

当面先送りの決定をしたところですが、菅首相は欧州連合（ＥＵ）との自由貿易協定（Ｆ

ＴＡ）交渉事前協議への参加表明をするなど予断を許す状況にはありませんので、関連す

る情報収集を行うと同時に、関係機関と連携した対策や行動を進めてまいります。 

 また、ＪＲ貨物便の減便に関しても関係市町やＪＡきたみらいと連携し、継続運行に向

けた活動に取り組むとともに、「農業技術対策事業補助金」「農業振興対策補助金」「農業生

産法人育成事業補助金」「農業者年金協議会補助金」「農業担い手育成事業補助金」「農業後

継者育成事業補助金」「強い農業づくり補助金」を継続し、各種農業団体や生産組織を支援

してまいります。 

 このほか「戦略的大学連携支援事業」として、設置された「訓子府サテライト」につき

ましては、北海道大学農学研究院、ＪＡきたみらいと連携し、継続した研究員配置を支援

してまいります。 

 近年の異常気象により、収穫期や植え付け期の長雤、低温など農業者の皆さんには、非

常に厳しい状況が続いていますが、他地域と比較すると被害は最小限となっています。こ

れも農業者の皆さんの努力はもとより、半世紀にわたり続けられている農業基盤整備事業

による効果が大きいと感じております。 

 昨年から国の予算が大幅に削減されています土地改良事業は、継続している道営訓子府

南部地区畑総事業、訓子府東部地区畑総事業を本年度に完了させ、国や北海道と連携し「第

４次畑地帯総合整備事業」を計画し、さらなる農業基盤整備事業を推進してまいります。 

 また、紅葉川整備、タンノメム川補修整備事業につきましても事業進捗に努めてまいり

ます。 

 訓子府土地改良区につきましては、運営の円滑化をはかるため事務事業の執行について

支援を継続し、道営畑地灌漑事業の取り組み継続と水利権更新を推進してまいります。 

 次に、畜産関係についてでありますが、昨年の宮崎県で発生した口蹄疫、鳥インフルエ

ンザの被害は記憶に新しいところであります。幸いにも本町への感染被害はありませんで

したが、予防や発生時の早急な対策を行うため「家畜自衛防疫事業」を継続し、「家畜資質

改善対策事業」「乳牛検定事業」「酪農ヘルパー事業」「畜産総合施設運営事業」「畜産環境
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整備事業」などに対する補助を継続してまいります。また、町営牧場の道営草地整備事業

による草地更新、老朽化が見られる牧柵、作業機械を更新し、酪農家等の経営の安定と飼

養環境の向上に努めてまいります。 

 商工業の振興につきましては、町外への消費流出が続いていることや生産年齢人口の減

尐などから、経営が依然として厳しい状況ではありますが、従前より進めております指導

的役割を担う、商工会、商店街協同組合への支援や小規模事業所への受注機会の確保など

を継続し、「住宅環境リフォーム制度」や依然として、厳しい建設業の季節労働者の雇用対

策である「季節労働者等雇用対策事業」などを推進してまいります。 

 町内産の豊富な農畜産物を活用した食のメニュー開発や６次産業といわれる特産品販 

売、新商品開発、流通などを通じ、商業者、農業者、町内企業や試験研究機関が連携し取

り組んでいける体制づくりや「農業交流センターくる・ネップ」を拠点とした活動や情報

発信ができるような周辺整備など支援していきたいと考えております。 

 さらに高知県津野町にあるアンテナショップへの「くんねっぷコーナー」への協力をは

じめ、各種物産展などにも積極的に参加促進を図ってまいります。 

 林業関係では、経営の健全化と民有林の健全育成のため、広域的な民有林育成指導を展

開している新生紀森林組合に対する「民有林育成指導事業補助金」、森林育成と農業被害防

止のため、猟友会訓子府支部に「有害鳥獣駆除協力補助金」を継続するほか、くくりわな

の設置推進に向け、支援してまいります。 

 また、町民の貴重な財産である町有林の健全な管理運営につきましても、町有林野経営

審議会委員やオホーツク総合振興局東部森林室などの助言を受けながら、適切に進めてま

いります。 

 大谷地区で水源地からの導水管が露出した土砂崩壊箇所につきましては、国や北海道の

支援を受けながら、町単独の小規模治山工事を実施し、土砂崩壊を抑えるとともに導水管

の安全性を高めるよう努力してまいります。 

 第５に「環境にやさしい『住みよい町』をつくります。」についてであります。 

 ２１世紀のまちづくりの重要なテーマは「環境」です。住宅や道路、河川を整備し、安

全で安心な環境に配慮した「まちづくり」を推進します。 

 農業集落排水処理施設は、平成４年の供用開始から２０年を迎えようとしています。現

在までは機器類の故障などは修繕で対応してきましたが、施設全体の老朽化が進んでいる

ことから、今後の良好な維持管理のため「農業集落排水管理センター調査診断業務」に着

手するとともに、実践会地区で実施している個別排水処理施設の整備を継続し、快適で衛

生的な生活環境の整備に努めてまいります。 

 上水道事業につきましては、水道水の安定供給を図るため、大谷浄水場をはじめ、配水

管網や既存施設の適正な維持管理に万全を期し、国、北海道の道路事業により支障となる

配水管移設工事を行うとともに、今後の水道事業のあり方を示す「訓子府町水道ビジョン」

の策定に着手してまいります。 

 安全で快適な道路網の整備につきましては、北海道の交通ネットワークの幹線道路であ

る北海道横断自動車道網走線は本格的な工事が実施されており、早期完成に向けての要請

活動を進めてまいります。 

 また、地域のアクセス道路である道道整備につきましては、特に、主要道道北見置戸線
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の日出地域の道路拡幅や訓子府跨線橋撤去をはじめとした若富・西富地域の道路整備の早

期完成を関係機関へ要請してまいるところであります。 

 町民の生活を支える町道整備につきましては、東幸町北２条線道路改良工事の着工をは

じめ、地域要望などを踏まえ緊急性、効率性を見極めながら、道路整備を検討するととも

に、既存町道の大きな課題である老朽化した路線の二次改築を検討してまいります。 

 道路維持につきましては、生活に密着する町道補修や道路側溝整備を進めるととも 

に、迅速、ていねいな除排雪を継続し、橋梁長寿命化修繕計画の策定を進め、効率的な維

持修繕と安全な道路交通の確保に努めてまいります。 

 河川環境整備につきましては、オシマ川をはじめ、既に着工されている河川の早期完成

や懸案箇所の要請活動を続けるほか、各実践会や河川愛護組合と連携した維持管理を行 

い、排水能力の維持向上と災害の未然防止に努めてまいります。 

 町営、町有住宅整備関係では、公営住宅の長期的な整備、維持管理を定める「公営住宅

等長寿命化計画」の策定を行い、本年度で完了する末広団地の北東区域のリフォーム住宅

整備１棟３戸を実施し、次期整備予定である末広団地の南東区域の基本・実施設計に着手

してまいります。 

 なお、各計画策定にあたりましては、尐子高齢化社会のニーズに沿った高齢者住宅など

の検討を行い、快適で安心した地域生活を送れるよう努めてまいります。 

 次に、クリーンエネルギーについてでございますが、多くの電力を依存していた原子力

発電に黄色信号が灯っています。エネルギー政策は、国の責任で実施すべきものでありま

すが、地方自治体も小さいながらも「脱原子力発電」に向けた取り組みが必要と考えてい

ます。 

 そのようなことから、昨年実証実験を行った玉ねぎの表皮や豆殻等を活用した新エネル

ギーの事業化に向けた検討支援と合わせ、省エネルギーに関する普及啓発や代替エネルギ

ーである太陽光、バイオマスなどの地域エネルギーの活用について検討してまいります。 

 さて、昨年は北海道の交通事故死者数が５年ぶりに全国ワーストワンとなり、交通事故

の撲滅は、町民総意の悲願であります。本町の交通事故死者ゼロ日数も１７００日を超 

え、さらに目標を『交通事故死ゼロの日毎日』を掲げ、関係機関、団体と一丸となり、啓

発活動を積極的に取り組むほか、交通安全協会など関係団体への補助を継続してまいりま

す。 

 さらに、防犯協会、暴力追放推進協議会への活動費補助を継続し、明るいまちづくりに

一層努めてまいります。 

 消防体制の充実につきましては、町民の生命と財産を守るため、北見地区消防組合及び

訓子府消防団と連携し対応するとともに、本年度は高規格救急自動車をＪＡ共済から車両

本体の寄贈や各種医療機器などを更新整備し、高度な救急救命活動により救命率の向上に

努めてまいります。また、住民の安全・安心を守る消防団の活動を安定強化させるため消

防団互助会及び消防後援会に引き続き補助をいたします。 

 町民の皆さまが楽しく集い交流できるコミュニティの場を創出することは、住みやすい

町づくりに欠かすことのできない要素であり、そのための諸施策に努めてまいります。 

 多くの方が気軽に利用できるよう温水プールをはじめ常呂川河川敷パークゴルフ場、レ

クリエーション公園、中央公園などの維持管理に努めてまいります。 
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 温泉保養センターにつきましては、より快適に利用いただくため、利用者のご意見をお

聴きしながら、施設の管理に努めてまいります。 

 そのほか、住民自治活動をはじめ、町づくり、人づくりの取り組みやボランティア活 

動、環境美化運動など広範な分野で住民のご理解とご協力がいただけるような連携と支援

を図ってまいります。 

 第６に「学習・文化、スポーツ活動を発展させ『豊かな町』をつくります。」についてで

あります。 

 まちづくりの根幹は人づくりであり、その人づくりのための環境を提供していく必要が

あります。その大きな役割を担う社会教育・社会体育活動を推進するため、「いつでも・ど

こでも・だれもが自由に学習できる環境の提供」を目標に、各種学級・講座やスポーツ教

室・大会の開催、芸術・文化の鑑賞機会の確保や展示・発表会の開催、指導者育成、各種

団体・サークルの育成などの各種活動を支援してまいります。 

 本年度は、日本スポーツ振興センターの助成により「訓子府総合型地域スポーツクラブ

設立準備委員会」を設立し、スポーツの現状や課題などを検討・協議し、新たなスポーツ

事業を展開してまいります。 

 子どもたちの自主性・主体性を育む各種活動を推進するため、子ども放課後・週末支援

事業「竹の子クラブ」の実施や地域自らが開設した「みつばちクラブ」への支援、さらに

は子どもを対象としたスポーツ教室の開設やスポーツ尐年団への支援など子どもたちの健

全育成を図る環境づくりに努めてまいります。 

 農業の担い手につきましては、近隣の青年と共に学ぶ機会をつくる「農業後継者国内研

修」や基幹産業である農業後継者の広い視野を育むため、ＪＡきたみらい青年部を中心に

して、海外、国内研修を行う「農業後継者育成事業」を継続してまいります。 

 姉妹町締結から１０周年を迎える高知県津野町交流事業は、開拓された先人の地を訪 

れ、異文化を体験することで未来を担う子ども達を育てるため、小学生を対象にした交換

留学生制度を実施し４年目となりました。さらに、産業交流では、ＪＡきたみらいや生産

組織の協力を得ながら、両町の特産品の販売や生産者の派遣などを実施しています。 

 また、７月のふるさとまつりには、津野町からの交流団が来町され、特産品の配布や交

流を深めることとなっております。 

 今年は、交流１０周年の記念の年であり、平成２４年度を目途に開始する両町職員の人

事交流の実施につきまして協議し、協定締結に向けて準備してまいるところでございます。 

 学びの拠点である社会教育、体育施設は経年务化が進んでおり、屋内ゲートボール場の

トイレやコート改修をはじめ、温水プールのウォータースライダー外部塗装、歴史館の自

動ドア改修を行ってまいります。 

 町図書館につきましては、開館から２６年が経過し、床暖房などの配管設備の老朽化や

蔵書の増加により、閲覧スペースなどが不足していることから、将来の増改築に向け、町

民の皆さまの意見を反映した新図書館づくり構想に着手し、用地の確保などの準備を進め

てまいります。 

 また、その他の公共施設が有効に利用されるような施設の運営や適正な維持管理に努め

てまいります。 

 第７に「町民生活と向き合った『行財政改革』をすすめます。」についてであります。 
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 私は、一貫して町民の皆さまが町政の主役であり、皆さまから広く意見を聴き、町政に

反映させることが重要であると考えております。町民と同じ高さの目線に立ち、住民の暮

らしを守り、励まし続け、期待される「役場」を目指します。 

 町の財政運営につきましては、先ほども申し上げましたが、財政指標には若干好転の兆

しはみえますが、依然として歳入の大きな部分を占める地方交付税が不透明であり、今後

も厳しい状況が見込まれております。引き続き「財政健全化戦略プラン」により、着実な

行政改革を実施し、歳出を縮減し簡素で効率的な行財政運営を目指していきます。 

 本年度は、町財政の中・長期的な展望を見据え安定した財政運営を図るため、戸籍の電

算化に備えた地域活性化基金（電子行政）へ積み立てをはじめ、各基金への積み立てを行

ってまいります。 

 私が初めて就任した平成１９年は、国の合併誘導策もあり、地方財政危機が叫ばれてお

り、本町においても非常に厳しい財政状況にありました。 

 財政破たんした旧産炭地の自治体や危機的な財政状況にある道北自治体などの現状を見

るまでもなく、住民の暮らしや福祉を守るためには、緊急的な施策を決断しなければなら

ないこともご理解いただきたいと思います。 

 そのような中、私の１期４年間は副町長を置かず、町長だけではなく、職員の給与も引

き下げ、各課長の権限と責任を拡大することや副町長に委任していた部分を町長自ら行う

ことでなんとか乗り切ってまいりました。これにより関係課長の横の連携が図られたこと

など強化された部分はございましたが、各機関、団体、町民の皆さまにはご不便をおかけ

していたことと思います。 

 副町長につきましては、５月９日の臨時町議会で、選任同意を経て配置したところです

が、町長の補助機関である職員の要として、また町長を補佐する者として、職員の統 

治、公平、平等を心がけながら、戦略的に政策実行をしてくれることを期待しているとこ

ろでございます。 

 また、１期目の公約であった町長給料削減などは、１期目の任期をもって「町長、副町

長、教育委員会の教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例」を制定させていた

だき、正常化を図ったところですが、町財政の危機的状況が一定程度回避したことや冒頭

述べましたように歳入の大きな部分を占める地方交付税が依然として不透明であることな

どから、特別職報酬等審議会の答申などを参考に先の臨時町議会で町長１０％、副町 

長、教育長５％の給与削減をご決定いただいたところでございます。 

 また、職員につきましても２％の削減を行ってまいります。 

 職員は、町民の幸せを最高の喜びと感じられる全体の奉仕者として、能力と意欲を充分

に発揮し町民の皆さまと同じ高さの目線で仕事をすることが今ほど求められている時代は

ないと認識しております。 

 このようなことから、これまで以上に職員の能力向上と育成に努め、職員自らの研鑽と

個々の能力を高める職員研修を充実させ、道外先進地フォーラム研修、道外政策研修や職

員の自主的な提案による研修など職員の能力開発に組織全体で取り組んでまいります。 

 また、効率的な行政組織とするための組織、制度改変などを検討し、町政の大きな課題

については、副町長を中心に関係課が連携した体制で検討、協議することや「地域担当職

員制度」を一層充実させ、地域課題等解決に向けて職員が一丸となって、取り組むための



 - 19 - 

意識改革、役立つことが期待される役場、自治体職員となるよう努めてまいります。 

 以上、平成２３年度の町政執行に向けて、所信の一端と主な施策について述べさせてい

ただきましたが、地方自治体は、効率的な財政運営にとどまらず、住民の福祉増進のため

国、北海道に積極的に皆さまの声を届け、憲法で規定する「国民主権」「基本的人権の尊重」

「平和主義」の３つの基本理念を心に、町民の皆さまが主役である「やさしいまちづくり」

をめざして、新しい「７つの約束」の具現化に向けて粉骨砕身取り組んでまいります。 

 あらためまして町民の皆さまと町議会の皆さまの一層のご理解とご指導、ご協力を心か

らお願い申し上げまして、平成２３年度の町政執行方針といたします。 

○議長（橋本憲治君） ここで、午前１０時４５分まで休憩をいたしたいと思います。 

 

休憩 午前１０時３６分 

再開 午前１０時４５分 

 

○議長（橋本憲治君） 休憩前に戻り、会議を再開いたします。 

 引き続き、山田教育長から教育行政執行方針の発言を許します。 

 教育長。 

○教育長（山田日出夫君） 平成２３年第２回定例町議会の開会にあたり、教育委員会所

管の教育行政執行方針について申しあげ、町議会議員の皆さま並びに関係機関、町民の皆

さまの深いご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

 今日の社会は、尐子高齢化、高度情報化、グローバル化などが急速に進む中で、個人が

幸福で充実した生涯を実現する上でも、また、よりよい社会の形成者を育成する上で 

も、未来を切り拓く教育の重要性はより高まっています。 

 また、地域においては、個性豊かな文化の創造や豊かな地域社会の実現を目指し、個人

や地域の自主的な意見を尊重しながら、特色ある教育を推進するとともに、「自ら学ぶ力」

を育み、主体的にまちづくりに参加するなど地域社会全体が連携して、学校教育や社会教

育に取り組んでいくことが求められています。 

 教育委員会としましては、このような教育を取りまく情勢の変化等をしっかり受けと 

め、子ども一人ひとりが希望と高い志を持ち、未来に向かって心豊かにたくましく生きぬ

く基礎となる教育を推進してまいります。 

 また、だれもが生涯を通じて学び、豊かな人生を送ることができ、学習の成果を適切に

活かすことを目指した学校教育、社会教育の充実や前段で町長の執行方針でもふれられて

おりましたように、図書館をはじめとする教育施設の環境整備を図り、第５次訓子府町総

合計画の基本目標であります「こころ豊かで生きがいあふれるまちづくり」を目指した教

育行政の一層の推進に努めます。 

 はじめに『学校教育の充実』についてであります。 

 新学習指導要領では、次代を担う子どもたちに「生きる力」を育む理念を継承し、子ど

もたちが変化の激しい社会を生きるための力を育むために、「確かな学力」「豊かな人間性」

「健康・体力」の知・徳・体をバランスよく育てることが謳
うた

われています。 

 この新学習指導要領については、小学校が２年間の移行期間を終了し、本年度から本格

実施となりました。また、中学校では２４年度にスタートすることから、円滑な教育課程
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の編成に向け準備を進めているところです。このため、学校が創意工夫を図り、特色ある

教育活動を展開し、学校、家庭、地域等が密接に連携・協力するための基盤づくりに引き

続き努力してまいります。 

 確かな学力の育成につきましては、学習意欲の向上や学習習慣の形成を図り、基礎的知

識・技能を身に付けさせるなど基礎・基本の定着を図ることが、必要であります。このた

め、道の加配措置と町単独の臨時講師を引き続き配置し、きめ細かな学習指導の充実など

に努めます。 

 豊かな心の育成につきましては、子どもたちが学校生活を通じて、社会の一員として自

覚を高め、規範意識を持つとともに、安心して学校生活を送ることが必要であります。こ

のため、発達段階に応じた道徳の時間の充実を図り、学校教育活動全体を通して命を大切

にする心、善悪の判断などの倫理観や規範意識、他人を思いやる心などを育む教育を推進

してまいりますとともに、ボランティア活動など地域の人達とふれあう機会の充実に努め

ます。 

 また、いじめや不登校問題などは、どこでもいつでも起こりうるとの認識の下、児童生

徒の発するサインを敏感に受け止め、早期発見、早期対応に努めるとともに、学校・家庭

との連携を図りながら、児童生徒や保護者の不安や悩みを受け止める教育相談体制等の充

実にも努めます。 

 さらに、基本的な生活習慣として、幼稚園（保育園）、小中学校・高校の共通目標である

「あいさつ（声かけ）運動」を推進します。 

 健やかな体の育成につきましては、子どもたちがたくましく成長するためには、安全の

確保や心身ともに健康で体力の向上が極めて重要であります。このため、児童生徒の安全・

安心を地域ぐるみで守り育てることが大切であり、家庭・地域・関係機関団体等との連携・

協力による、スポーツ尐年団等の活動促進に努めます。 

 また、学校においては、子どもたちが自ら身を守る力を育成するための防犯教室・防犯

訓練の実施や危機管理体制の点検など安全対策の充実に努めてまいりますとともに、各種

健康診断、健康教育、相談体制の充実を図ります。 

 特別支援教育につきましては、本年度は訓子府小学校に４学級、居武士小学校に１学級、

そして訓子府中学校には新たに１学級の特別支援学級を設置し、特別支援教育に造詣
ぞうけい

が深

い教職員の配置など児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な就学に努めます。 

 今後とも、特別支援教育の支援体制の充実を図るために、特別支援教育支援員を訓子府

小学校及び居武士小学校に配置し、特別な支援が必要となる児童の増加、支援内容の多様

化や在籍児童学年の拡大などにより、さらにきめ細かな対応に取り組んでいくととも 

に、幼稚園（保育園）・学校・関係機関等との連携を重視し、支援体制の充実を図ってまい

ります。 

 教育費の支援につきましては、経済的に就学困難な児童・生徒や特別支援学級に在籍す

る児童・生徒の保護者に対して、広報活動も含め就学援助などのきめ細かな対応に努める

とともに、奨学資金の貸し付けにつきましては、貸付金の増額及び償還期間を延長して借

受者の活用のしやすさと負担軽減になるよう配慮してまいります。 

 今年度からの新規事業として、特別支援学校に就学している児童の帰省に対し、尐しで

も保護者の精神的、経済的な負担軽減になるよう支援するとともに、近隣市町と連携・協
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力した支援体制ができるように今後とも努力します。 

 スクールバスの運行につきましては、引き続き夏季・冬季の運行ダイヤを組むことによ

って、より効果的な運行を図るとともに、乗車マナーの指導なども含め、安全運行に努め

てまいります。さらには、昨年８月からスタートした一般の方のスクールバス利用につい

ても気軽に乗車できるよう配慮してまいります。 

 教職員につきましては、信頼される学校づくりや確かな学力の育成などには、教職員の

資質や能力の向上が欠かせないことから、教職員は常に研究と修養に努め、指導力や専門

性の向上を図ることが必要であります。このための主体的な研修を積み重ねていくことが

できるよう校内研修・学校教育指導訪問の充実や各種研修事業等への支援、参加促進を図

ります。 

 また、教職員としての資質向上への自覚が高まるように、服務規律の徹底や健康管理な

どの充実に努めます。 

 子どもたちが、自分たちの住んでいる「まち」を学び知ることは大切なことであります。

このため、地域学習のための社会科副読本の改訂作業に着手し、平成２５年度から活用で

きるように取り組みます。 

 国際理解教育では、引き続き語学指導助手を配置し、基礎的・実践的なコミュニケーシ

ョン能力の向上を図ってまいります。なお、語学指導助手は、中学校での活用が主であり

ますが、小学校の新学習指導要領の完全実施に伴い、外国語活動においても積極的に派遣

するとともに、幼稚園や高校、さらには公民館講座などへ活用し、多くの町民に語学教育

や外国の歴史・文化・伝統にふれあう機会を提供します。 

 情報教育につきましては、高度情報化社会の中で、児童生徒がコンピュータの基礎的知

識や操作方法を習得し、授業における効果的な活用や適切な情報を主体的に収集、選択し

活用できる能力を養います。また、携帯電話も含め情報機器の正しい使い方やトラブルに

まきこまれないための安全情報などを伝えていきます。 

 充実した学校教育の実現には、学校・家庭・地域との連携・協力が不可欠であります。

学校は創意工夫し、主体的に開かれた学校づくりを進め、家庭や地域に信頼される存在で

なければなりません。 

 活動の輪が広がっている学校応援団の「学校支援地域本部事業」では、学校が気軽にス

クールサポーターを利用することができるよう内容及び体制の充実を図ります。 

 ３年目の今年度は、勤労奉仕的な活動に限らず、より子どもたちとのふれ合いを通 

じ、成長に尐しでも役立ち、サポーターも共に喜びを感じあえるような事業展開を目指し

たいと考えています。 

 次に各学校等について申しあげます。 

 幼稚園教育につきましては、義務教育及びその後の教育の基礎が培われる極めて重要な

時期であることを踏まえ、幼児の健やかな成長のため、家庭・地域・幼稚園が十分な連携

を図り、一層の幼児教育の充実に努めます。 

 新幼稚園教育要領実施３年目にあたり、本園の新たな教育課程、年間指導計画に沿い歩

みをはじめているところですが、本年度につきましても、課題を整理しながら、さらに幼

児の健やかな成長を促してまいります。 

 保護者の就労形態の多様化などから、家庭での保育が困難な保護者ニーズに対応し、実
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施しております早朝登園や延長保育時間の拡大と保育場所の確保についても、引き続き幼

稚園で継続してまいりたいと考えています。 

 特別支援を必要とする園児に対しては、従来同様に保育補助員を配置し、幼稚園生活を

きめ細かくサポートします。 

 各学校や地域との連携交流につきましても保育園や小・中・高等学校、老人福祉施 

設、開設後２年目となります子育て支援センターとの交流・連携などにも積極的に取り組

んでいくほか、子育ての悩みや子育ての不安が増大している状況を踏まえ、気軽に相談で

きる相談室や園庭を子育て情報交換の場として、活用できるような環境にも継続して努め

るとともに、給食の衛生管理の充実を図るため、給食食器消每保管庫を更新します。ま 

た、今後、幼保一体化を基本とする施設整備などの検討や関係部署との連携により、子育

てに関する各種事業の展開を図ります。 

 訓子府小学校につきましては、新学習指導要領完全実施に伴う教師用指導書等をはじ 

め、スクールバンド用楽器及び低学年用の椅子・机の購入、さらには、すが漏り等による

屋根の改修や食堂等の放送設備の改善など施設や教育環境の整備・充実に努めます。 

 また、町単独の臨時講師を１名増員し、２名体制にするとともに、特別支援教育支援員

２名を引き続き配置するなどサポート体制の充実を図ります。 

 居武士小学校につきましては、教師用指導書等の図書充実及び下肢障がい児のための児

童用玄関改修を行うとともに、昨年度に引き続き町単独の臨時講師兼特別支援教育支援員

１名を配置し、障がい児へのサポートは、もちろんのこと児童一人ひとりの学力向上にも

努めてまいります。 

 訓子府中学校につきましては、本年度も吹奏楽部用の楽器更新のほか、教科用教材等備

品の購入、部活動補助や図書の充実などに努めてまいりますとともに、新たに特別支援学

級の設置に伴い、障がい児へのサポートに努めてまいります。 

 また、町単独の臨時講師を引き続き配置し、各教科・特別活動等の指導体制の充実を図

ります。 

 さらには、町制６０周年を記念し「ようこそ先輩・課外授業」として、昨年、再結成さ

れた「東京くんねっぷ倶楽部」の先輩を招聘
しょうへい

し、講演会を開催してまいります。 

 町から事務の一部委任を受けております保育園の運営につきましては、尐子化に伴い保

育サービスの充実や保育効果を高めるため、くんねっぷ保育園を統合し、希望する３歳児

全員が安心して入園できる私的契約制度を導入したほか、保育園舎の増改築など保育サー

ビスの充実に一層努めているところです。 

 平成２０年度から実施している早朝受入を含めた保育時間の拡大は、保護者の皆さんが

安心して働くことができ、ゆとりをもって子育てができるように今後も継続してまいりま

す。 

 また、子育て支援の一環として、行っております子育てトークの開催や未就園児と保護

者の活動機会を設ける「保育参加」の園開放などについては、子育て支援センターと連携

を図りながら進めてまいります。 

 昨年７月にオープンした子育て支援センターは、主に未就園の子どもさんが、のびのび

と遊び、保護者が安心して交流できる居場所を提供し、子育ての悩みや相談が気軽にでき

る居場所を提供し、子育ての悩みや相談が気軽にできることなどを目的として、子育てサ
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ポート・メロンキッズなどの協力をいただきながらたくさんの親子の皆さまにご利用をい

ただいております。 

 本年度も、これまでの利用状況や利用者皆さんからの声を尊重し、主に妊婦さんや０歳

児の保護者を対象とした駐車場をセンター前に整備するなど施設の環境整備の充実に努め

てまいります。 

 また、発達の遅れが気になるお子さんにつきましては、福祉保健課や幼稚園・保育園と

連携し、医療機関の巡回支援を受け、早期発見と早期療育ができるような体制を充実して

まいります。 

 学校給食センターにつきましては、学校給食を活用した食に関する指導の充実を図るた

め学校給食法が改正され、２０年度から栄養教諭を配置し、すべての教職員が連携・協力

し、食に関する指導や望ましい食習慣が身に付くように推進します。 

 今後も献立の工夫をはじめ、おいしく栄養バランスに心がけた給食の提供を図るととも

に、国産・道内産や地場農産品、減農薬野菜などの安全な食材の積極的な活用に引き続き

努めてまいります。 

 また、安心・安全な給食を提供するために、国が指導する学校給食衛生管理マニュアル

に基づき調理員の衛生管理意識の徹底を図ります。 

 訓子府高等学校につきましては、平成２２年度から一間口となっており、近い将来、中

学区の中学卒業者数の減尐に伴う北見ブロック内の高校配置計画の見直しが想定されます

が、単に数の論理ではなく、学校の役割や地域を支える人材育成の観点から、高校配置計

画を強調する必要があります。 

 「通学支援」「入学準備支援」「進路指導等強化支援」などの支援策を引き続き講じなが

ら、地元中学校はもとより、近隣市町からの入学生確保に努めてまいります。また、高校

には、生徒の進路希望に応じたコース制の維持及び進路指導体制の充実や部活の活性化な

ど魅力ある学校づくりに取り組んでいただくとともに、引き続き訓子府高等学校教育振興

会議等を通じ、町をあげて存続に向け積極的な振興対策の展開を図ってまいります。 

 次に、『社会教育の振興』についてであります。 

 「いつでも、どこでも、だれもが自由に学べる生涯学習社会を目指して」を基本理念と

して、個人やグループなど全ての人が自由に学習できる環境づくりやその成果を生かす機

会が必要です。 

 このため、町民のあらゆる学習活動への支援や学習の発表の機会提供を図るのは、もち

ろんのこと、学校教育と社会教育における情報の共有や事業の連携、生涯学習情報紙「ま

なベル」発行、チラシ、インターネットなどによる各種事業の情報提供を継続します。ま

た、各種行事は、町制６０周年記念の協賛事業として開催しますが、特に、この記念事業

にふさわしい著名な講師を招聘
しょうへい

しての講演会を開催するなど多くの町民のみなさんに参加

していただくよう工夫してまいります。 

 青尐年教育につきましては、遊びを通じて野外活動やスポーツ・異年齢集団活動など子

どもたちの放課後や週末の活動拠点として「竹の子クラブ」の実施はもとより、居武士小

学校区の児童を対象とした「みつばちクラブ」への継続支援を一層充実するとともに、リ

ーダーの養成・研修等を実施してまいります。昨年度「みつばちクラブ」に、身体介助が

必要な児童が入会したことなどから、本年度から介助ボランティアの経費について支援し
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ます。 

 子どもたちを犯罪から守り安全を確保するための「子ども１１０番の家・車・安全パト

ロール隊」事業を継続し、町全体で防犯や子どもたちの安全確保と健全育成に向けた環境

づくりに努めてまいります。 

 平成２１年度からの事業として、町民の持つ能力や経験の一部を活かしながら、地域全

体で学校教育をさまざまな形で、手助けしていただくことを目的としてスタートした「学

校支援地域本部事業」につきましては、学校の教育活動や学校環境整備などを支援するス

クールサポーターの活動が、各学校にかなり浸透してきている状況にあります。 

 本年度につきましては、人と人のふれあい、結びつきを強めて学校の要請に応じて諸活

動の支援を行い、教職員の負荷を尐しでも軽減しながら、子どもたちの心と体の成長と地

域の教育力の向上を図ります。 

 青年の学習活動につきましては、青年活動の場の確保と各種研修会や大会への派遣及び

指導者養成に努めてまいります。 

 また、今年度は網走支庁管内青年団体協議会が本町の当番となり、スポーツや文化の大

会や管内各市町村青年団体の交流が行われることへの支援を行います。 

 平成２１年度からの事業として「産業後継者育成基金」を活用した「産業後継者国内研

修」につきましては、置戸町と合同で実施し、本町と置戸町の青年が、農業や商業、まち

づくりなどで研修先の人々と交流を通じて学習を深め、地域活動のリーダーを養成してい

るところですが、本年度も継続実施します。 

 成人教育につきましては、多様化するニーズや現状における課題等に対応するため、「公

民館講座」や「はぐくみ講座」、「男女共同参画講座」等を開催するほか、自らが様々な課

題に取り組むための「マイプラン・マイスタディ事業」は、くんねっぷ型町民税１％活用

制度を利用した「わくわく地域づくり活動支援事業」に名称を変更し、町民の皆さまがよ

り活用しやすくなるように内容の充実を図ってまいります。 

 また、各講座において必要に応じてできるだけ、保育室を設置するなどして、子育て中

の親が参加しやすい環境づくりに配慮してまいります。 

 高齢者教育につきましては、「若がえり学級」の活動を通じて、多様化する社会に対応す

る力や健康で生きがいを追求できるような自主的な学習活動を支援していきます。ま 

た、高齢者のもつ知識と経験などを町の学習・芸術・文化活動や異世代交流などに幅広く

社会参加いただける環境づくりに努めてまいります。 

 芸術・文化につきましては、心を豊かにし人生を有意義なものにする芸術・文化の鑑賞

機会や学習の場を設けるため、「音楽の広場」や「秋の文化祭」を開催するとともに、町制

６０周年記念事業として、昨年から始まった寄贈による昔の写真を整理する「ふるさとア

ルバム事業」を実施し、訓子府の歴史を振り返るための写真展を開催してまいります。 

 また、文化団体・サークル活動への支援及び協力・連携を図りながら、町の文化振興に

も努めてまいります。 

 さらに、児童生徒の書道や絵画、工作などを発表する場として、「ジュニア・アート・フ

ェスティバル」も継続開催してまいります。 

 歴史館につきましては、町民共有の財産である郷土の歴史・文化を保護・保全してまい

りますとともに、地域の伝統文化を伝承するため、豊富な知識や経験を有する高齢者の協
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力を得て、児童生徒などへの「語りべ事業」を展開するとともに、町民の身近な交流・学

習の場としての有効活用と効率的な運営に努めてまいります。 

 さらに、歴史館を会場に図書館が主催する「子ども映画会」を開催するなど両施設の機

能を生かした相乗効果も図ってまいります。 

 部落史発刉補助金につきましては、昨年度の弥生・柏丘実践会に引き続き、本年度は高

園実践会に対して補助してまいります。 

 公民館につきましては、団体や個人が芸術・文化そして学習活動を気軽に発表できる場

として、ロビーなどを開放し、より意欲的で活発な活動ができるような支援体制を図ると

ともに、利用者懇談会などを開催し、より親しまれる公民館として努力してまいります。 

 施設整備の面では、展示用パネルの張り替え修理を行うほか、公民館に設置の重油タン

クが設置後２５年を経過することから、重油タンク油面計の交換を行い安全面に配慮して

まいります。また、温室の排煙窓の修理も行い、温室の管理の充実に努めます。 

 さらに、施設用備品として、身障者用テーブル等を購入して、公民館を尐しでも利用し

やすくするための環境づくりに配慮してまいります。 

 また、本年度も昨年度同様、利用予約のない午後５時以降の夜間を閉館にするなど施設

の利用効率を高めながら、経費の節減に努めてまいります。 

 公民館など多くの町民の皆さまが集う社会教育・体育施設におきましては、だれもが健

康的に快適に利用していただくため、法令の趣旨を尊重し本年度から「館内全面禁煙」を

実施してまいります。 

 図書館につきましては、昭和５９年に開館後２６年が経過したことによる老朽化、さら

には狭隘
きょうあい

により、蔵書及びサービスの限界もあることから、将来、図書館を増改築するた

め、図書館の東側に隣接する用地の取得を行ってまいります。 

 さらに、「訓子府町図書館の目指すもの」として、「図書館振興計画」を策定することと

し、図書館振興計画策定委員会を組織し、「新しい図書館づくり」に町民の意見を広く反映

してまいります。 

 図書館運営にあたっては、町民が気軽に利用できるように努めるとともに、蔵書や資料

の充実、障がい者・高齢者のための「本の宅配サービス」や「移動図書」を継続実施しま

す。 

 さらに、幼児期から読書力を高めるための講演会や「読み聞かせ会」やボランティアの

育成などを継続してまいります。 

 また、「町民の本棚」として、郷土資料の収集・保存に努め、町民からの資料の寄贈、寄

付の呼びかけを継続するとともに、「古本市」や各種事業を通じて、図書館利用のＰＲに努

めます。さらには、他の図書館とネットワーク化されている蔵書検索システムを活用 

し、町民への広域的な情報サービスの向上を図りながら、より親しまれる施設として努力

します。 

 次に、社会体育につきましては、スポーツ人口の底辺拡大や健康・体力づくりのた 

め、各種スポーツ教室や管内・全道規模の「オホーツク玉入れ選手権大会」、「ＫＡＰＰＡ

マスターズ水泳大会」を継続実施するとともに、スポーツセンターや温水プールなどの体

育施設を活用して「スポーツ教室」を年間通じて実施し、町民の健康に対する意識をさら

に高まるように努力してまいります。 
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 なお、「春・秋のロードレース大会」「オホーツク玉入れ選手権大会」、「ＫＡＰＰＡマス

ターズ水泳大会」は、町制施行６０周年記念協賛事業として開催します。 

 地域の教育力を生かし、学校の体育事業に地域の指導者を派遣している「地域スポーツ

指導者派遣事業」は、「学校支援地域本部事業」と連動させながら、継続実施するとともに、

各種スポーツ団体活動の促進、指導者の養成や研修会等への派遣事業を進めます。 

 今年度、本町におけるさらなるスポーツの普及と健康づくりのため、町民の皆さまが中

心となって、スポーツの現状と課題を話し合い自らその解決策を見つけ運動を展開する「訓

子府総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会」設立します。 

 これは、住民が地域のスポーツ活性化に積極的に参加していただこうというものであ 

り、国の肝いりで行う「日本スポーツ振興センター」の助成事業です。 

 来年度以降の正式な「総合型地域スポーツクラブ」の設立に向けては、町体育協会、町

スポーツ尐年団本部、町体育指導委員など町民や団体の代表者と教育委員が検討・協議を

始めるものです。 

 すでに展開されている各種スポーツ活動に加え、健康増進のための軽スポーツの普及や

スポーツセンターなどを使ったスポーツ教室など町民の皆さまとともに、役立つスポーツ

振興を図ってまいります。 

 スポーツセンターや温水プールをはじめとする各種体育施設の維持管理につきまして 

は、平成２１年度から町が進めている財政健全化戦略プランに基づき、引き続き経費の節

減に努めますが、町民みんなの財産として、今まで以上に利用者が安全で快適に喜ん 

で、ご利用いただけるような環境づくりに十分に配慮しながら、体育施設の運営に努めま

す。 

 また、施設の整備につきまして、温水プールでは、ウォータースライダー本体材質の务

化を防ぐために外部塗装を実施します。屋内ゲートボール場では、和式トイレをウォシュ

レット付洋式トイレへ更新し、さらには、凹凸のあるコート路盤を整正し混合土のコート

として整備します。 

 社会教育・社会体育に関連する団体への支援につきましては、文化連盟、体育協会、青

尐年団体、成人団体など自主的な文化・スポーツ活動を行っている各種団体や町内で開催

される管内規模以上の大会等に対し、継続し補助してまいります。 

 以上、平成２３年度の教育行政に係る主要施策等について申しあげましたが、町内外を

取り巻く厳しい諸情勢等を十分認識し、その執行にあたりましては、町民の皆さまの期待

と信頼に応え、学校、家庭、地域、関係機関団体等と一体となって、地域に根ざした教育

行政の推進に努めてまいりますので、町民の皆さま並びに町議会議員の皆さまの深いご理

解とご協力を心からお願い申し上げ、平成２３年度の教育行政執行方針といたします。 

○議長（橋本憲治君） 以上をもって、町政執行方針、教育行政執行方針を終了いたしま

す。 

 

    ◎議案第４１号 

○議長（橋本憲治君） 日程第５、議案第４１号 監査委員の選任についてを議題といた

します。 

 該当者の方は、退席をお願いいたします。 
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（該当者退席） 

 提出者からの提案理由の説明を求めます。議案書５０ページでございます。 

 町長。 

○町長（菊池一春君） 引き続きまして、人事案件でございますので、私からご説明を申

し上げさせていただきます。議案書の５０ページをお開き願います。 

 議案第４１号 監査委員の選任についてでございます。 

 監査委員の選任につきましては、地方自治法第１９６条第１項の規定により議会の同意

をいただくものでございます。 

 １９６条第１項では、監査委員は、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格の高

潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の運営管理その他行政運営に関し優れた識見を

要する者でございます。 

 識見を有する監査委員として、平成１９年から監査委員を務めておられる旫町にお住ま

いの山田稔氏の選任にご同意をいただきたくご提案を申し上げるものでございます。 

 議員各位もご存じのとおり山田稔氏は、昭和１３年１１月７日にお生まれで、現在７２

歳であります。昭和３２年３月に北海道北見北斗高等学校を卒業され、３２年４月から訓

子府町役場に勤務をされております。昭和５４年には、総務課長、昭和５８年に産業課長、

昭和６０年に教育次長、昭和６２年に再び総務課長、平成３年に再び教育次長、平成５年

に企画財政課長、そして、平成７年から平成１５年まで助役を務められ、先に申し上げま

したとおり平成１９年から２３年まで、代表監査委員としてお勤めでございます。 

 このように山田稔氏は、長年にわたり、地方自治の一線でご活躍され、本町の助役とし

ても主導的立場で、多くの実績を残され、平成１９年からの４年間は、代表監査委員とし

て、公正で合理的かつ、能率的な本町の行政運営確保のために、ご尽力をいただいてお 

り、町政全般にわたり、精通されていることから、監査委員として、適任者と存じますの

で、選任のご同意を賜りますようお願いを申し上げます。 

 なお、任期につきましては、平成２３年７月１７日から平成２７年７月１６日までの４

年間です。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（橋本憲治君） 提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。１人３回まで質疑を行えます。 

 ご質疑ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 質疑がないようですので、これをもって質疑を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

 討論については、議会運営基準第９９項の規定により、省略することとし、ただちに採

決をいたしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 異議なしと認めます。 

 よって、討論を省略し、ただちに採決をいたします。 

 これより議案第４１号の採決を行います。 

 本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。 
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（「異議なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり同意されました。 

 

    ◎議案第４２号 

○議長（橋本憲治君） 次に、日程第６、議案第４２号 専決処分の承認を求めることに

ついてを議題といたします。 

 提出者からの提案理由の説明を求めます。議案書５１ページでございます。 

 建設課長。 

○建設課長（林 秀貴君） 議案書の５１ページをお開きください。 

 議案第４２号 専決処分の承認を求めることについて、説明を申し上げます。 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり

専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告し承認を求めるものであります。 

 この専決処分の内容につきましては、議案書５３ページの専決処分書のとおりでござい

ますが、平成２２年１２月１８日に発生した公用車事故による損害賠償の額の決定及び和

解について、急施を要したため専決処分を行ったものでございます。 

 それでは、損害賠償額の決定及び和解の内容について、説明いたしますので、議案書の

５３ページの専決処分書をご覧ください。 

 最初に、事故発生日時は、平成２２年１２月１８日、土曜日、午前７時１０分頃であり

ます。 

 次に、事故発生場所は、訓子府町字柏丘１番地付近であります。 

次に、相手方は、                    であります。 

次に、事故の概要についてでありますが、町職員が公務により公用車にて町道相内線を

市街地から町道南１０線方向に走行中、右カーブを終えたところで公用車がスリップ 

し、左右へ蛇行しながら車両右後部がセンターラインを越え、市街地に向かって進行して

きた相手方車両に衝突し、相手方車両を破損及び運転手に怪我をさせる被害を与えたもの

でございます。 

 次に、損害賠償額についてでありますが、この事故に対し、物損事故に対する損害賠償

の額を３２万８，７５０円、人身事故に対する損害賠償の額を６９万４，１２６円と定 

め、和解するものであります。 

 以上、議案第４２号 公用車事故による損害賠償の額及び和解の専決処分について、説

明をさせていただきましたので、ご審議の上、ご承認いただきますようお願いいたします。 

○議長（橋本憲治君） 提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。１人３回まで質疑を行えます。 

 ご質疑ございませんか。 

 ２番、佐藤静基君。 

○２番（佐藤静基君） ２番、佐藤です。状況はよくわかりました。相手方は、人身事故

で大変今日
こんにち

まで和解の期間がかかったと思いますが、職員のけがの状況はどうであったの

か。 

 この場合、想定される雪道でスリップしたことは、安全運転を怠ったことで、職員の処
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分などについては、どのような状況になるのか伺います。 

○議長（橋本憲治君） 建設課長。 

○建設課長（林 秀貴君） まず、事故を起こした職員のけが等の状況でございます 

が、職員のけが等は、ございませんでした。 

 それと職員の処分に関しては、交通事故審査委員会によって処分が下されて、町長に答

申しておりまして、その内容については、訓告処分として、５月１０日付文書で職員に対

し注意してございます。 

○議長（橋本憲治君） ほかにご質疑ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 質疑がないようですので、これをもって質疑を終了いたします。 

 これより、討論を行います。 

 討論ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 討論がないようですので、これをもって討論を終了いたします。 

 これより、議案第４２号の採決を行います。 

 本案を原案のとおり承認することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 

    ◎議案第３９号、議案第３１号、議案第３２号、議案第３３号、議案第３５号 

○議長（橋本憲治君） 日程第７、議案第３９号、日程第８、議案第３１号、日程第 

９、議案第３２号、日程第１０、議案第３３号、日程第１１、議案第３５号は、関連する

議案なので、一括議題といたします。 

 各案に対する提出者からの提案理由の説明を求めます。 

 議案第３９号から、順次説明願います。 

 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（佐藤純一君） 議案書の４６ページをお開き願います。 

 議案第３９号 訓子府町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制

定について、提案説明をさせていただきます。 

 訓子府町乳幼児等医療費の助成に関する条例（平成１６年条例第１６号）の一部を改正

する条例の制定をしようとするものであります。 

 記以下に改正条例案を記載しておりますが、４７ページの新旧対照表により、ご説明を

いたします。 

 今回の対象の趣旨は、受給対象者の拡大であります。従来、保護者に一定の所得のある

児童については、受給対象としておりませんでしたが、第３条第３項を削り、所得制限を

廃止するものであります。 

 また、条例施行規則での規定であるため、今回の条例改正に変更はありませんが、現行

の初診時一部負担金は、４歳未満。または、非課税世帯の児童としており、４歳以上の課

税世帯に属する児童の一部負担金は、１割とされていたものを規則改正し、未就学児まで
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拡大を図るものであります。 

 この条例が決定され次第、規則を改正する予定としております。 

 附則といたしまして、この条例は、平成２３年８月１日から施行するものであります 

が、北海道医療給付事業による北海道から補助を受けられる対象医療費は、あくまでも所

得制限内のものであり、この所得の補足としては、前年の所得とされており、このうち１

月から７月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とされているこ

とから、８月１日から改正にしようとするものであります。 

 以上、訓子府町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て、その提案理由の説明をさせていただきましたが、ご審議の上、ご決定賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（橋本憲治君） 議案第３１号、副町長。 

○副町長（佐藤明美君） 議案書の１ページをお開き願います。 

 議案第３１号 平成２３年度訓子府町一般会計補正予算（第２号）の提案説明をいたし

ます。 

 内容につきましては、事前に配布しております補正予算説明資料として、別冊があると

思うのですが、それと今回の議案書の１ページから後になりますが、その２冊で説明して

まいりたいと思います。 

 まず、補正予算説明資料の別冊をご覧いただきたいと思いますが、まず、これの１ペー

ジ目、一般会計の歳入歳出の款ごとの内訳を記載しておりますが、本年度は、地方選挙の

年でありましたので、当初予算は、骨格予算として計上しておりました。 

 今回の議会において、政策的な事業に関するものを中心に補正予算として、計上させて

いただいているところでございます。 

 結果、この表でいきますと歳出の一番下の表の一番下の段にあります左から３列目、６

月補正予算額の９，３９６万８千円を追加して、総額を４１億２，５００万５千円とする

ものでございます。 

 最終的には、平成２２年度の当初予算と比較しまして、右側から２列目になります 

が、１億５，９４０万５千円の増で、４％増ということになってございます。 

 次に、３ページを見ていただきたいのですが、一般会計における基金の保有状況です。 

この表は、右から２列目、下から５行目が、本年度の取崩額になります。補正前が４，５

００万１千円、今回が６，１９５万１千円、あわせて１億６９５万２千円となり、その右

側になりますが、２３年度末の予定で基金保有残高が、２９億８，４８０万７千円となり

ます。 

 続きまして、次の４ページですが、今回の補正予算における投資的事業の内訳で、網掛

けの部分については、新規事業でございます。以降、５ページから７ページについて 

は、同じく、補助奨励費の内訳で、そのほとんどが当初で留保しておりました継続の補助

事業となります。これも同じく新規につきましては、網掛けしているところでございます。 

 続いて、８ページは、今回、拡充と新規で立ち上げた扶助費の内訳になります。 

 ９ページ、１０ページにつきましては、下水道事業特別会計と水道事業会計の投資的経

費の内訳となっております。これについては、特別会計ですので、後から別途担当より説

明があると思いますが、この補正予算説明資料については、このような内容になっている
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ことをまずご理解いただきたいと思います。 

 それでは早速、議案書の１ページをお開き願いたいと思います。 

 今回の補正につきましては、第１条にございますように、９，３９６万８千円を追加 

し、歳入歳出の総額をそれぞれ４１億２，５００万５千円とするものでございます。 

 その下の第２項では、２ページの裏にありますが、第１表で歳入歳出補正予算の款項の

区分及び金額について記載しておりますが、これについては、今、ご説明しました説明資

料でふれさせていただきましたので、ご覧いただくこととしまして、内容は、その後の事

項別明細書で説明していきたいと思っております。 

 続いて、１ページの第２条にあります地方債の補正の中身につきましては、議案書の３

ページなります。この表につきましては、地方債の限度額の変更を定めるものでございま

して、過疎地域自立促進特別事業債は、平成２２年度からソフト事業にも充当可能となっ

たことから、本年度当初予算で留保しておりましたソフト事業の町内会・実践会活動費補

助に７３０万円、高齢者ハイヤー利用サービス業務に１００万円、未就学児医療費助成事

業に４０万円、当初予算計上していた高齢者在宅サービス事業に１３０万円の４事業に総

額１千万円を追加し、この限度額を当初予算を５千万円から６千万円に補正するものでご

ざいます。 

 なお、これらの事業の概要につきましては、事項別明細の中で説明させていただきたい

と思っております。 

 次に、事項別明細に入りますが、４ページから６ページにつきましては、歳入の事項別

明細でございますので、歳入の国及び道補助金などの部分は、歳出における特財となる部

分がほとんどでございますので、説明は歳出を中心として、歳出の事項別明細の中で、歳

入についても説明していきたいと思います。 

 さらに、７ページ以降の歳出における事項別明細につきましても各団体等の補助金、前

段で説明させていただきました予算説明資料に記載しておりますので、ご覧いただくこと

として、その中でも特徴的なものを中心に歳出でも説明させていただきたいと思っており

ます。 

 それでは、７ページをお開き願いたいと思います。７ページの歳出の事項別明細になり

ます。 

 まず、１款、議会費、１項、１目、４節の共済費、１，３５３万５千円につきまして 

は、議員の皆様もご存じのように議員年金廃止に係る地方自治体が負担する経費について

計上した数字でございます。 

 次に、下の表、２款、総務費、１項、１目、一般管理費の１８節、備品購入費の施設用

備品、１６万６千円につきましては、庁舎建設時に更新しなかった特別職の椅子１台 

が、老朽化していることから、購入するものでございます。 

 次に、同じく、２５節の積立金、２２０万円につきましては、次のページの８目、企画

費の中にあります「まちづくりパワーアップ特別対策事業」の執行にあたり、いったん基

金に積み立てし、その事業の執行に対する財源充当とする積立でございます。 

 次に、７ページの一番下の表になりますが、６目、住民活動費、１９節、負担金、補助

及び交付金の７６６万６千円につきましては、政策予算として、当初留保していたもので

あり、内容につきましては、前段ご説明いたしましたように別冊の補正予算説明書をご覧
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いただくこととし、説明は省略したいと思っております。 

 なお、中ほどにあります特定財源の欄に、地方債７３０万円とありますが、これにつき

ましては、６ページ、一番下の表にあります２０款、町債、３目、過疎地域自立促進特別

事業債の１千万円のうち７３０万円を町内会、実践会の活動促進事業に充てるものでござ

います。 

 次に、８ページ、８目、企画費、地方交通対策経費、１６７万４千円につきまして 

は、高齢者の日常生活における町内移動の利便性を高めるため、昨年実施しておりました

乗合タクシーの替わりのサービスとして、今回、新しく高齢者ハイヤー利用サービス事業

として、スタートさせる経費でございます。 

 次に、その下のまちづくりパワーアップ特別対策事業、２２０万円につきましても今回

新しく制度化しようとする事業であり、町民税の概ね１％の額を地域活性化基金に積み立

てし、事業財源として、活用しようとするもので、従来からある事業や新たな事業をさら

に、使い勝手のいいものにしたものでございます。事業の構成につきましては、改めて説

明しますが、５つの事業で構成されております。 

 １つ目が、従来のマイプラン・マイスタディで、社会教育でやっておりました。それの

拡充版として、主体的な組織の立ち上げや研修、イベントといった町民による地域づくり

へつながる活動を支援する補助であり、上限１０万円の定額補助するもので、名称を「わ

くわく地域づくり活動支援事業」に直したものでございます。 

 そして、２つ目が、新たに町内会、実践会が取り組むソフト事業の立ち上がりや既存事

業の拡充など、町の重点推進施策と連動した活動の支援として、補助率５分の４以内の上

限５０万円を補助するもので、名称が「コミュニティ活動活性化事業」でございます。 

 ３つ目が、従来の住民自治活動振興補助の拡充版としまして、町内会や実践会が主体的

に実施する施設等の整備に対する支援として、補助率２分の１以内、上限５０万円を補助

するものであり、ただし、備品や用地購入については、１０万円を上限とする補助で、名

称が「コミュニティ施設等整備事業」でございます。 

 ４つ目が、従来の元気なまちづくり総合補助金の名称を変えたもので、補助率５分の４

以内、定額補助であり、名称を「地域活性化チャレンジ事業」とするものでございます。 

 最後の５つ目になります。名称が「元気なまちづくり推進事業」であり、これについて

は、新しく制度化したもので、町民と連携しながら、町の重点施策やまちおこしを推進す

る事業でございます。 

 なお、この目の特定財源の繰入金につきましては、前段の総務費で、ご説明しました地

域活性化基金積立金の２２０万円をこのまちづくりパワーアップ事業に全額を充てるもの

でございます。 

 また、地方債の１００万円につきましては、先ほども言いました６ページの一番下にあ

ります３目の過疎地域自立促進特別事業債、１千万円のうち１００万円を高齢者ハイヤー

利用サービス事業に充当するものでございます。 

 次に、８ページ、１０目、一番下の行になりますが、町制６０周年事業につきまして 

は、記念講演をはじめとした、先ほど執行方針の中で、申しましたように、ふるさとまつ

り、さむさむまつり、障がい者のアート特別啓発事業、ＮＨＫの上方演芸会、社会教 

育、社会体育に関する各種事業など目を今回新しくして、６０周年記念事業に係る経費を
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まとめて、計上しているものでございます。 

 また、ここの中ほどにありますが、その事業の特財としては、５ページの上の表の一番

上にあります２目の民生費道費補助金、右側にいきますと障害者福祉費補助金６７万４千

円のうちの５２万２千円をこれに充てるものです。 

 同じく、繰入金につきましては、５ページの一番下の地域活性化基金繰入金６３８万９

千円、一番下の右にあると思いますが、これのうちの２４７万８千円をその事業に充てる

ものでございます。 

 次、９ページの下の表の２款、総務費、２項、２目の賦課徴収費、農業所得調査補助金

につきましては、昨年まであった農業の青色申告会が農民連盟と合体、合併しましたこと

から、それぞれの補助金を合算し、今回計上させていただいているものでございます。ち

なみに言いますと去年の農業所得で７１万、青色申告で３０万円で、あわせて１１１万円

になりますが、今回、そのあわせた額で９１万円の状況であります。 

 次に、１０ページ、３款、民生費、１項、１目、社会福祉総務費の２０節、扶助費につ

きましては、日常生活用具給付の要項を一部改正し、特殊寝台、特殊マットの基準を実態

にあわせて見直したことから、それぞれ２人分で６１万円の追加計上をしているところで

ございます。 

 その特財としましては、４ページ、１目、民生費の国庫補助金の中で、障害者福祉補助

金の３０万５千円、補助率２分の１ということで、同じく５ページの上の表の２目、民生

費補助金の障害者福祉補助金の６７万４千円のうちの１５万２千円の補助率４分の１の補

助を充てているものでございます。 

 １０ページ、２目、老人福祉費になりますが、１９節、負担金、補助及び交付金の一番

下、くんねっぷ静寿園施設改修費補助金、１９７万８千円につきましては、静寿園の東棟

の暖房配管設備が経年务化していることから、工事に係る費用５９３万３千円の３分の１

を補助するものでございます。 

 なお、ここの老人福祉費の特財につきましては、５ページ、２目の民生費補助金、老人

クラブ運営費補助金として、老人クラブ連合会活動補助金９９万６千円の事業費の３分の

２の補助として、道費補助が６６万５千円になります。 

 また、同じく、地方債の１３０万円につきましては、先ほども前段でお話しましており

ましたが、ここにありませんが、当初予算の高齢者在宅サービス補助金に充てるもの 

で、６ページにある先ほどから出ております過疎地域自立促進特別事業債の１千万円のう

ち、１３０万円を充てるものでございます。 

 次に、１１ページ、３款、民生費、２項、１目、児童福祉総務費の２０節、扶助費の乳

幼児医療費助成事業につきましては、小学校入学前までの子どもに対する医療費の無料化

に関する費用でございます。従来、４歳児未満を対象としておりましたが、さらに年齢を

引き上げ、就学前までの児童を対象とするもので、８月から実施する経費として、４８万

円を計上しております。この事業につきましては、本年度は近隣市町の関係から初診料の

みの自己負担とするものですが、次年度以降については、初診料を含め、完全無料化を今

後検討していきたいと思っている事業でございます。 

 なお、この事業の特財としましては、先ほどから出ております６ページの過疎地域自立

促進事業特別債事業債１千万円のうち、４０万円をこれに充てるものでございます。 
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 次に、１１ページでございますが、３目、児童福祉施設費、１３節、委託料の９２万７

千円は、説明にあります広域入所として、仕事や家庭の都合などで町内の保育所に通所不

可能な方で、近隣市町村の保育所に入所する制度でございまして、双方の自治体間で委託

契約により、実施することになります。今回、本町では、この広域入所に該当する２歳児

が出たことから、北見市端野町に対する委託料として、９２万７千円を計上したものでご

ざいます。 

 なお、この負担金の財源内訳として、５４万９千円がありますが、これは４ページの１

目、民生費負担金として、５４万９千円を保護者から保育料として、訓子府町が徴収する

ものでございます。委託料の９２万７千円は、訓子府町から北見市に払うものでございま

す。 

 次、１２ページ、４款、衛生費、１項、１目の保健衛生総務費、老人保健医療費返還 

金、１００万６千円でございますが、平成２２年度の老人保健医療費の確定に伴う、基金

や国、道に返還する費用でございます。 

 次、１３ページ、６款、農業水産業費、１項、３目、農業振興費の説明欄の戸別所得補

償制度推進事業、１５０万円につきましては、本年度から開始される農業者の戸別所得補

償制度の推進事務を行うため、事業主体となる訓子府町農業再生協議会に、その事務を委

託する費用でございます。この事業の特財は、５ページ、１４款、道支出金、４目、農業

水産業費道補助金、戸別所得補償制度推進事業補助金、１５０万円の全額が道補助で行わ

れる事業でございます。 

 １３ページ、同じく、１９節、負担金、補助及び交付金の農業振興連絡協議会負担金に

つきましては、北大サテライトで、１００万円につきましては、昨年度まで高梨子博士研

究員がおりましたが、彼女は広島大学に就職したことから、後任として、今年新たに６月

から山内博士研究員が着任しております。これは文部省の戦略的大学連携事業として行っ

ていました。昨年で終了しましたので、本年度から新たに北大パイオニア人材育成システ

ム事業を活用することになりました。この事業は、予算が限られていることから、その経

費の一部を負担することで、計上させてもらったものです。 

 なお、この事業につきましては、道内８つのサテライトとの連携により、昨年度から開

催している「食の安全・安心マイスターコース」の継続実施や地域へ入り込んで課題整理

を行うこととしております。 

 なお、この目の特財の道支出金２３５万円につきましては、先に説明しました５ページ

の戸別所得補償制度推進補助金１５０万と北海道環境保全型農業直接支援事業費補助金５

万円、さらに４ページの１目、総務費道補助金、地域づくり総合交付金８０万円をあわせ

たものを充当しているのがこの目になります。 

 次に、１４ページ、５目、農業基盤整備事業費、農業基盤整備事業、７２万９千円につ

きましては、新しく留辺蘂温根湯地区畑総事業に参加者が出たことによる本町負担分の経

費でございます。 

 次に、その下の農業基盤整備一般経費、４２万５千円につきましては、水土里
み ど り

情報シス

テムネットワーク導入に伴う、設定費用や回線使用料の経費でございます。 

 同じく次に、集落営農活動支援事業、２８万円につきましては、当初予算で計上してい

る農地・水・農村環境保全向上活動支援事業の付帯事務費として、旅費、消耗品費などに
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充てるものであり、特財は記載のとおり５ページの農林水産業費、道補助金になります 

が、１節、農地・水・保全管理支払事業補助金として２８万円、これは全額道費補助でご

ざいます。 

 次に、１５ページ、２８節の繰出金、下水道事業特別会計繰出金、１００万円につきま

しては、交付金事業により、平成２５年度から農業集落排水管理センター施設更新の機能

診断調査を行う経費として、下水道会計に対する繰出金１００万円でございます。その内

容につきましては、３４ページの下水道事業特別会計補正予算で担当から説明させていた

だく１００万円でございます。 

 次に、同じく１５ページの６款、農林水産業費、２項、２目、林業振興費、１５節、工

事請負費、大谷小規模治山工事１，７００万円につきましては、当初予算では、この予算

の実施設計を計上しておりますので、それが出来上がり次第、大谷地区水道本管洗掘防止

の土止め工事を行うものでございます。 

 特財の８５０万円につきましては、５ページの４目、農林水産業費補助金の２節、小規

模治山事業補助金として、１，７００万円の補助率２分の１で８５０万円を充当するもの

でございます。 

○議長（橋本憲治君） ここで、昼食のため休憩をいたしたいと思います。 

 残りは引き続き、午後からもこのまま続きますので、よろしくお願いします。 

 一般質問につきましては、各案の提案理由説明が終わり次第、を行うということで、ご

理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

 

休憩 午前１２時００分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（橋本憲治君） それでは定刻になりました。 

 休憩を解き、会議を継続いたします。 

 午後から一般質問の予定でございましたが、各議案の提案理由説明が終了しておりませ

んので、引き続き、議案提案の説明をいたしますので、よろしくご理解のほどをお願いを

したいと思います。 

 それでは、引き続きまして議案第３１号を継続したいと思います。 

 副町長。 

○副町長（佐藤明美君） それでは、午前中に引き続き、事項別明細の説明をさせていた

だきます。 

 １６ページ、８款の土木費、６項、２目の住宅建設費でございます。公営住宅改修事業、

１，９００万円につきましては、平成２０年度からの末広Ｂ団地改修事業が本年で完了し、

次期整備計画予定の末広Ｃ団地建設実施設計費、１，５００万円の計上で、４棟１６戸の

整備を予定しているところでございます。 

 特財の８５０万円につきましては、４ページ、補助率２分の１で、国庫補助金を充てて

いることでご理解をいただきたいと思います。 

 同じく、１６ページの１５節、工事請負費の４００万円につきましては、昭和３７ 
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年、４０年建設の老朽化している末広公営住宅２棟８戸の取り壊しに係る経費でございま

す。 

 次に、９款、消防費、１項、３目の災害対策費の防災対策事業、７８万１千円につきま

しては、町の備蓄ガイドラインに基づきまして、アルファ米５ｋを１８セット、毛布８０

枚、クラッカー、おむつ、さらに、災害本部員用の文字入りのベスト４０着を整備するも

のでございます。 

 次に、１７ページ、１０款、教育費、２項、小学校費の２目、教育振興費の２０節、扶

助費ですが、７１万１千円につきましては、町外の特別支援学校に通学している児童４ 

名、３世帯の帰省に係る費用として、３往復を限度にタクシー代を交付するものでござい

ます。 

 なお、この財源としましては、全額を５ページ、１７款、繰入金、地域活性化基金、６

３８万９千円のうちの７１万１千円減額を繰り入れする状況でございます。 

 同じく、１７ページ、３目、中学校費、１目、学校管理費、１１節、需用費の５８万８

千円につきましては、中学校の職員室にあります柔剣道場の暖房機器の操作盤が古くなり

制御不能になったことから、修繕費の計上でございます。 

 次に、８節の報償費の１０万円につきましては、先ほどの教育長の執行方針の中でも出

てきましたが、東京の訓子府出身者で組織する東京訓子府倶楽部の会員の中から学校教育

の一環として、講師を依頼し授業を行うための計上費用でございます。 

 次に、１目の社会教育総務費、８節、報償費の１５万円の減額につきましては、前段で

お話しておりますが、マイプラン・マイスタディ事業でございまして、この事業は、まち

づくりパワーアップ事業、先ほど説明しました特別対策事業の中で、わくわく地域づくり

活動支援事業に振り替えて実施することになりましたので、この分を減額するものでござ

います。 

 次に、１１節、需用費の修繕料、３７万８千円ですが、これは歴史館の正面玄関の自動

ドア動力部の交換修理を行う費用でございます。 

 次に、１８ページ、１８節、備品購入費、１５万円につきましては、青年研修所のスト

ーブが故障したことで更新するものでございます。 

 次に、１９節、負担金、補助及び交付金の部落史発行補助金の２０万円につきましては、

本年、高園実践会が部落史の発刉を予定していることから、その印刷製本費として補助す

るものでございます。 

 次に、１９ページ、網走支庁管内青年団体協議会活動費補助金、５万円につきまして 

は、本年度は本町が当番で、会長及び事務局になりますので、夏季冬季青年大会を開催さ

れることになります。そのことから、その活動費の一部を補助するものでございます。 

 次に、２目の体育施設費の１１節、需用費の修繕料、３８万４千円につきましては、温

水プールの水位自動調節弁やボイラー安全弁などの機械機器の修繕を行う費用でございま

す。 

 次に、３目、給食センター費、１１節、需用費の修繕料、６１万３千円につきまして 

は、地下タンク給油設備の配管及び点検ボックスの修繕を行う費用でございます。 

 最後に２０ページをお開き願いたいと思いますが、これは地方債の現在高の見込みに関

する調書ですが、この表の一番下の右から３行目、１千万円とあると思うのですが、今回
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の補正予算の過疎地域自立促進事業債、１千万円を加えて、右側の下から３行目、平成２

３年度末現在高見込額が５０億９，１６５万６千円になるものでございます。これは２３

年度末の現在高の見込みです。 

 以上、補正予算につきまして、説明申し上げましたが、説明等不足の点につきまして 

は、質疑等で補足させていただきますので、ご審議の上、ご決定いただきますようよろし

くお願いしたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 次に、議案第３２号、福祉保健課業務監。 

○福祉保健課業務監（八鍬光邦君） それでは、議案書の２１ページをお開きください。 

 議案第３２号 平成２３年度訓子府町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につい

て、提案理由の説明をさせていただきます。 

 今回の補正は、平成２３年度の拠出金及び納付金の額の確定通知に伴いまして、各種拠

出金や納付金等の追加及び減額につきまして、補正をするものであります。 

 まず、第１条にありますように１０万６千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

９億１，５００万６千円とするものであります。 

 この補正の款項の区分ごとの金額等につきましては、２２ページの「第１表、歳入歳出

予算補正」の表のとおりでありますので、ご覧をいただくこととし、その内容につきまし

ては、２３ページ以降の事項別明細書により、説明させていただきます。 

 それでは、２３ページの歳入から説明させていただきます。 

 まず、第４款、第１項、第１目の前期高齢者交付金につきましては、各保険者の前期高

齢者の加入者数等に応じて財政調整するための交付金でありますが、平成２３年度分の交

付金の確定通知により、３４万８千円を減額するものであります。 

 次に、第８款、繰入金、第２項、第１目の一般会計繰入金の４節、その他一般会計繰入

金の２９万６千円の減額につきましては、平成２３年度の国保会計の財源補てん分として

当初見込んでおりました繰入金のうち、各拠出金等の確定等に伴いまして、２９万６千円

を減額するものであります。 

 次に、第１０款、諸収入、第３項、第６目の雑入につきましては、前々年度の老人保健

拠出金の精算に伴い還付金が生じましたことから、７５万円を追加するものであります。 

 次に、２４ページの歳出について説明させていただきます。 

 第３款、後期高齢者支援金等、第１項、第１目の後期高齢者支援金拠出金の１９節、負

担金、補助及び交付金の１９万１千円の追加。 

 それから、第４款、第１項、第１目の前期高齢者納付金の１９節、負担金、補助及び交

付金の８千円の追加につきましては、平成２３年度分拠出金及び納付金の確定通知により

ましてそれぞれ追加するものであります。 

 次に、第５款、第１項、第１目の老人保健医療費拠出金の１９節、負担金、補助及び交

付金の１千円の減額。 

それから２５ページの第２目の老人保健事務費拠出金の１９節、負担金、補助及び交付

金の２千円の減額。 

さらに、第６款、第１項、第１目の介護納付金の１９節、負担金、補助及び交付金の９

万円の減額につきましても、平成２３年度分拠出金及び納付金の確定通知によりまし 

て、それぞれ減額するものであります。 
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 以上、平成２３年度国民健康保険特別会計の補正予算の内容について、提案理由の説明

をさせていただきました。ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（橋本憲治君） 引き続き、議案第３３号もお願いいたします。 

○福祉保健課業務監（八鍬光邦君） 続きまして、議案書の２６ページをお開き願います。 

 議案第３３号 平成２３年度訓子府町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につ

いて、提案理由の説明をさせていただきます。 

 今回の補正は、後期高齢者医療制度周知のための広報に係る経費について、補助が受け

られることになりましたことから、その関係経費と出納整理期間中に収納された平成２２

年度分の保険料につきまして、広域連合に納付するための補正をするものであります。 

 まず、第１条にありますように１１万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６，

３４１万円とするものであります。 

 この補正の款項の区分ごとの金額等につきましては、２７ページの「第１表、歳入歳出

予算補正」の表のとおりでありますので、ご覧をいただくこととし、その内容につきまし

ては、２８ページ以降の事項別明細書により、説明させていただきます。 

 それでは、２８ページの歳入から説明させていただきます。  

 第２款、広域連合補助金、第１項、第２目、高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金に

つきましては、制度周知広報等経費にかかる交付金として１００％の補助が本年度におい

ても継続されることにより、新たに科目を新設するものですが、これについては当初予算

で計上しております歳出の第１款、総務費の第１項、第１目、一般管理費の１１節、消耗

品費の２０万９千円のうち、制度周知用パンフレットの購入費６万８千円があります 

が、この経費と議案書の２９ページにあります、歳出の第４款、諸支出金、第２項、第１

目の一般会計繰出金の２８節、繰出金の５万４千円、これは町広報誌に掲載する制度周知

広報等経費として、一般会計に繰り出すものですが、これらに対して交付されるもの 

で、合わせて１２万２千円を計上するものです。 

 次に、２８ページの歳入の第３款、繰入金、第１項、第２目、事務費繰入金の減額につ

きましては、今の交付金のところで、ご説明しました消耗品費の制度周知用パンフレット

購入費につきまして、当初事務費繰入金として、一般会計から繰り入れることとしており

ましたが、広域連合からの交付金が充当されますので、６万８千円を減額するものであり

ます。 

 次に、第４款、第１項、第１目の繰越金、５万６千円の追加につきましては、出納整理

期間中に収納されました平成２２年度分の保険料５万６千円を前年度繰越金として、繰り

越しするものです。 

 次に、２９ページの歳出について説明させていただきます。 

 第３款、第１項、第１目の後期高齢者医療広域連合納付金の１９節の負担金、補助及び

交付金につきましては、歳入の繰越金でも説明しました出納整理期間中に収納された平成

２２年度分の後期高齢者医療保険料について、広域連合に納付するもので、保険料等納付

金として、５万６千円を追加するものです。 

 次に、第４款、諸支出金、第２項、第１目の一般会計繰出金の２８節の繰出金につきま

しては、歳入の交付金のところでも説明しました制度周知広報等経費に対して、１００％

交付される高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金を充当するもので、一般会計で支出し
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ております町広報誌に制度周知のための記事掲載を予定しておりますが、この広報誌掲載

関係経費分として、５万４千円を一般会計に繰り出しするため追加するものです。 

 以上、平成２３年度後期高齢者医療特別会計の補正予算の内容について、提案理由の説

明をさせていただきました。ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（橋本憲治君） 次に、議案第３５号。 

上下水道課長。 

○上下水道課長（竹村治実君） 議案第３５号 平成２３年度訓子府町下水道事業特別会

計補正予算（第１号）について、提案説明をさせていただきます。議案書の３４ページで

ございます。 

 第１条で、歳入歳出それぞれ１００万円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ２億１，

３６０万円とするものであります。 

 この補正の款項の区分ごとの金額等につきましては、次のページにあります第１表、歳

入歳出予算補正の表のとおりでありますが、これについてはご覧いただくこととし、３６

ページの事項別明細書により、その内容を説明させていただきます。 

 それでは、３６ページの歳入歳出予算補正事項別明細書の歳入について説明をさせてい

ただきます。 

 ３款、１項、１目、一般会計繰入金でありますが、歳出総額から歳入合計額を差引いた

額を一般会計から繰り入れするもので、訓子府農業集落排水管理センターは、供用開始か

ら２０年を迎えようとしていますが、施設の老朽化が進んでいることから、国の交付金事

業により、施設改修を予定するため「農業集落排水管理センター調査診断」を実施するも

ので、１００万円の追加を行うものです。 

 次に、歳出について、説明いたします。 

 ２款、１項、１目、農業集落排水事業費につきましては、歳入でも説明いたしました 

が、「農業集落排水管理センター調査診断」の委託料１００万円を新たに計上するものです

が、現在、訓子府農業集落排水管理センターと末広地区及び日出地区処理センターを電話

回線で監視をしている中央監視装置と受変電設備の更新を予定しているものでございます。 

 また、別紙補正予算説明資料の９ページに「下水道事業特別会計補正予算に係る投資的

事業」について、概要を記載しておりますので、後ほどご覧いただきたいと思います。 

 以上、平成２３年度訓子府町下水道事業特別会計の補正予算について、提案説明をさせ

ていただきましたが、ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（橋本憲治君） 以上で、議案第３９号、議案第３１号、議案第３２号、議案第３

３号、議案第３５号の各案に対する提案理由の説明が終わりました。 

 

    ◎議案第３４号、議案第３６号、議案第３７号、議案第３８号、議案第４０号 

○議長（橋本憲治君） 次に、日程第１２、議案第３４号、日程第１３、議案第３６ 

号、日程第１４、議案第３７号、日程第１５、議案第３８号、日程第１６、議案第４０号

を議題といたします。 

 各案に対する提案理由の説明を求めます。 

 議案第３４号、議案第３６号、議案第３７号、議案第３８号、議案第４０号につい 
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て、順次説明願います。 

 まず、最初に議案第３４号、議案書３０ページでございます。 

 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（佐藤純一君） 議案書の３０ページをお開き願います。 

 議案第３４号 平成２３年度訓子府町介護保険特別会計補正予算（第１号）につい 

て、提案説明をさせていただきます。 

 まず、第１条で、歳入歳出それぞれ９３８万１千円を追加し、歳入歳出の予算の総額を

４億８，６９８万１千円とするものであります。 

 次に、３１ページにつきましては、款項ごとにそれどれ補正額を記載しておりますの 

で、ご覧をいただきたいと思いますが、その内容につきましては、３２ページ以下の事項

別明細書によって、説明をさせていただきます。 

 ３２ページの歳入でございます。 

 第８款、第１項、第１目、繰越金につきましては、前年度の繰越金であります。このう

ち、支払基金交付金繰越金３７１万３千円は、平成２２年度介護給付費等に要する費用に

充てる支払基金交付金として、交付されたもので、事業費の確定により、支払基金への返

還金として、繰り越しをするものであります。同じく、その他の繰越金は、平成２２年度

の国、道からの介護給付費負担金で事業費の確定により、国、道への返還金と平成２２年

度における剰余金を介護給付費準備基金に積み立てるため、あわせて５６６万８千円を繰

り越しするものでございます。 

 次に、歳出について、説明をさせていただきます。３３ページです。 

 第４款、第１項、基金積立金、第１目、介護給付費準備基金積立金、２４万９千円につ

きましては、平成２２年度における剰余金を基金に積み立てるものであります。この結 

果、平成２３年度の介護給付費準備基金残高は、４，１０５万７千円となる見込みです。 

 第６款、諸支出金、第１項、償還金及び還付加算金、第２目、償還金につきまして 

は、平成２２年度の保険給付費等の確定により、国庫負担金、道負担金、支払基金交付金

に返還金が生じ、９１３万２千円を追加計上するものであります。 

 以上、平成２３年度介護保険特別会計の補正予算について、その提案理由の説明をさせ

ていただきましたが、ご審議の上、ご決定を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（橋本憲治君） 次に、議案第３６号。 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（竹村治実君） 議案書の３７ページでございます。 

議案第３６号 平成２３年度訓子府町水道事業会計補正予算（第１号）について、提案

説明をさせていただきます。 

 今回の補正につきましては、道道北見置戸線の跨線橋撤去に伴い、配水管が支障となる

ことから、移設に伴う補償金、施設の撤去に伴う固定資産除却費及び工事請負費を計上す

るものでございます。 

 また、国や北海道の事業により、支障となる配水管等の移設については、部分的な移設

であることから、あらかじめ定めた耐用年数で、本来の機能を維持するために、昨年まで

は、収益的収支に計上していたところですが、本年からは、部分的な移設についても、固

定資産の価値を高めることと耐用年数を延長するため、資本的支出に計上したところです。 
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しかし、本年度当初予算で「大谷高台線区間支障物件移設工事」の収入が収益的収入に

計上していたことから、資本的収入に変更するものでございます。 

 まず、第２条で、予算第２条に定めた「業務の予定量」を次のとおり補正するもので、（４）

主な建設改良事業において、道道北見置戸線（若富工区）支障物件移設事業を新たに５７

０万円計上するものです。 

 次に、第３条で、収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するもので、収入では

営業収益で７３８万１千円を減額し、水道事業収益の総額を１億７，９１４万７千円とす

るものです。 

 次に、支出でありますが、営業費用で２１４万７千円を増額し、水道事業費の総額を１

億７，６５３万１千円とするものであります。 

 次に、第４条で、予算第４条本文括弧書中の９，０６０万３千円を８，５９２万２千円

に改め、資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正するもので、収入で負担金１，

０３８万１千円を新たに計上し、資本的収入の総額を２，４５８万５千円とするものであ

ります。 

 次に、支出でありますが、建設改良費５７０万円を増額し、資本的支出の総額を１億１，

０５０万７千円とするものです。 

 続きまして、３８ページ、水道事業会計予算実施計画説明書でありますが、これは一般

会計の事項別明細書にあたるもので、順次説明をさせていただきます。 

 まず、収益的収入及び支出の収入でありますが、１款、１項、２目、その他営業収益７

３８万１千円の減額は、大谷高台線区間支障物件移設工事に係る補償金であり、支出を資

本的支出で計上していることから、収入についても資本的収入へ計上するものです。 

 次に、支出でありますが、１款、１項、５目、資産減耗費２１４万７千円の増額につき

ましては、道道北見置戸線（若富工区）支障物件移設工事に伴い、撤去となる固定資産除

却費であります。 

 次に、資本的収入及び支出の収入でありますが、１款、２項、２目、負担金１，０３８

万１千円の計上につきましては、道道北見置戸線（若富工区）支障物件移設工事の移設補

償金３００万円と大谷高台線区間支障物件移設工事の収益的収入に計上していた移設補償

金７３８万１千円の計上でございます。 

 次に、支出でございますが、１款、１項、２目、施設改良費５７０万円の増額につきま

しては、道道北見置戸線（若富工区）支障物件移設事業の工事請負費を追加するものでご

ざいます。 

 次に、３９ページの「資金計画」及び別紙補正予算説明資料の１０ページに「補正予算

に係る投資的事業の内訳」を記載していますので、後ほどご覧いただきたいと思います。 

 以上、平成２３年度訓子府町水道事業会計の補正予算について、提案説明をさせていた

だきましたが、ご審議の上、ご決定を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（橋本憲治君） 次に、議案第３７号の説明をお願いいたします。 

町民課長。 

○町民課長（平塚晴康君） それでは、議案書の４０ページをお開きください。議案第３

７号の提案説明をさせていただきます。 

 議案第３７号 町税条例の一部を改正する条例の制定について。 
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 町税条例（昭和２５年条例第８号）の一部を改正する条例を次のように制定しようとす

るものでございます。 

 今回の改正につきましては、平成２３年３月１１日に発生しました東日本大震災に伴 

い、地方税法の一部改正が行われましたので、これにより改正するものであります。 

 この東日本大震災につきましては、本町住民への直接的な被害はありませんが、今後被

災された方が、本町に居住することも考えられることから、これに備え条例を改正するも

のであります。 

 改正条文を４１ページ、４２ページに記載しておりますが、法律や条例の条項が規定さ

れているなど複雑であるため、４３ページの「町税条例の一部を改正する条例の概要」に

より、ご説明させていただきます。 

 ４３ページをご覧願います。 

 はじめに、現行附則の繰り下げであります。現行の附則第２０条から第３０条について

は、国保税に関する規定となっており、第２０条から第３０条までを２条ずつ繰り下げ 

し、新たに第２０条、第２１条として、２条を加えるものであります。 

 新しく加える２条の内容でありますが、附則第２０条は「東日本大震災に係る雑損控除

額の特例」であります。附則第２０条第１項については、本町の平成２３年度課税の町民

税に該当者はおりませんが、先ほど申し上げましたが、今後、被災者が本町に居住するこ

とになった場合、該当することもあることから、規定を追加するものでございます。 

 内容としましては、住宅や家財等に係る損失の雑損控除について、所得割の納税義務者

の選択により、平成２２年において生じた損失として、平成２３年度町民税での適用を受

けることができることとするものであります。これは、平成２３年に損失が発生している

ことから、本来であれば平成２４年度課税分より、控除することになりますが、この特例

により前倒しで控除が受けられることとするものであります。 

 なお、この場合には、平成２４年度以後の町民税については、平成２２年中に生じた損

失としていることから、平成２３年度での損失は生じなかったとするものであります。 

 次に、附則第２０条第２項以下につきましては、第１項の特例の適用を受けた場合にお

ける取り扱いを定めているものであり、附則第２０条第２項では、特例損失が平成２４年

度以後において生じたものである場合に、第１項中「平成２３年」とあるのを「当該特例

損失が生じた年」と読み替えるものでございます。 

 次の附則第２０条第３項及び第４項につきましては、地方税法では所得割の納税義務者

と生計を一にする配偶者及びその他の親族（所得金額３８万円以下の人）の損失もこの適

用を受けられることから、この適用を受けた場合についても、第１項の後段の平成２３年

度に損失は生じなかったとすることを第２項の年度の読み替え規定についても適用すると

するものでございます。 

 次の附則第２０条第５項につきましては、申告についての規定でありますが、申告書に

第１項の特例の適用を受けようとする旨の記載がある場合に限り適用されるものでありま

す。 

なお、これには、申告書に記載がないことにやむを得ない理由があると町長が認めた場

合を含むこととされております。 

 次に、附則第２１条の「東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期限の特
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例」でありますが、住宅借入金等特別税額控除の適用住宅が、東日本大震災により居住で

きなくなった場合でも、控除対象期間の残りについて、引き続き税額控除の適用を受ける

ことができるようにするものでございます。 

 以上が町税条例の改正が必要なものでありますが、下段には地方税法の一部改正に伴い、

今後、本町にも関係すると考えられる改正概要を掲載しておりますが、説明は省略します

ので後ほどご覧願います。 

 次に、４２ページに戻っていただきまして、附則でございます。 

 この条例は、公布の日から施行し、平成２３年４月２７日から適用するものであります。 

ただし、附則に２条を加える改正規定（附則第２１条に係る部分に限る。）は、平成２４

年１月１日から施行するものでございます。 

 なお、適用の平成２３年４月２７日は、この地方税法の一部を改正する法律の公布日で

あります。 

 以上、議案第３７号 町税条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明させてい

ただきましたので、ご審議の上、ご決定いただきますようお願いいたします。 

○議長（橋本憲治君） 管理課長。 

○管理課長（上野敏夫君） それでは、議案書４４ページをお開きください。 

 議案第３８号 奨学資金貸付に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案

説明いたします。 

 奨学資金貸付に関する条例（昭和５１年条例第１４号）の一部を改正する条例を次のよ

うに制定しようとするもので、奨学資金の償還期限の延長及び貸付金額の増額を図るもの

でございます。 

 記以下について説明いたします。 

 奨学資金貸付に関する条例の一部を改正する条例。 

 奨学資金貸付に関する条例（昭和５１年条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第１項第２号中「６年」を「１０年」に、「４年」を「８年」に改め、別表中「１

０，０００円」を「１５，０００円」に、「２５，０００円」を「３０，０００円」に改め

るものでございます。 

 具体的には、月々の貸付金額をそれぞれ５，０００円ずつ増額し、現行の高校の部分で

は、３年間で借りたものを１年据え置いて４年で償還するものを６年とし、月々の償還金

額はそのままの７，５００円とするものです。大学生につきましては、４年間で借りたも

のを１年据え置いて６年で償還していたものを１０年とし、月々の償還金額は１７，００

０円から１２，０００円にするものであり、借りた人の経済的な負担軽減を図るものでご

ざいます。 

 なお、附則としましては、この条例は、公布の日から施行し、平成２３年４月１日から

適用するものであります。 

 さらには、この条例による改正後の規定は、平成２３年度選定の奨学生から適用するも

のでございます。 

 以上、議案第３８号 奨学資金貸付に関する条例の一部を改正する条例の制定につい 

て、ご説明申し上げましたので、ご審議の上、ご決定くださいますようよろしくお願い申

し上げます。 
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○議長（橋本憲治君） 次に、議案第４０号。 

 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（佐藤純一君） 議案書の４８ページをお開き願います。 

 議案第４０号 訓子府町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例

の一部を改正する条例の制定について、提案説明をさせていただきます。 

 訓子府町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例（平成１６年条

例第１７号）の一部を改正する条例を制定しようとするものです。 

 ４８ページに改正条例案を記載しておりますが、４９ページの新旧対照表により、ご説

明をいたします。 

 今回の改正の趣旨は、助成の対象者を拡大しようとするものであります。先に、説明い

たしました訓子府町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部改正と同様に、一定の所得

を有する者に対しては、この助成の対象としないこととしておりましたが、乳幼児等医療

費助成の対象者であっても、重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成の対象となる

場合は、重度及びひとり親の条例が優先されることから、乳幼児等医療費にあわせ所得制

限を廃止し、公平性を確保するために今回、改正を行うものであります。 

 第３条第３号（ア）につきましては、重度心身障害者本人、（イ）は重度心身障害者の生

計を維持する配偶者又は扶養義務者。 

 同条第４号については、ひとり親家庭等医療費に関して、それぞれ所得制限を超える者

については、助成の対象としないこととしておりましたが、これらの項目を削除し、所得

制限を廃止するものであります。 

 また、乳幼児等医療費と同様に、現行の初診時一部負担金は、４歳未満は非課税世帯の

児童としており、４歳以上の課税世帯に属する児童の一部負担金は１割とされていたもの

は、規則を改正し、未就学児までの拡大を図るものであります。 

 この条例が決定され次第、規則を改正する予定としております。 

 附則としまして、この条例は平成２３年８月１日から施行するものでありますが、理由

につきましては、乳幼児医療費と同様ですので、省略をさせていただきます。 

 以上、訓子府町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部を

改正する条例の制定について、その提案理由の説明をさせていただきましたが、ご審議の

上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（橋本憲治君） 以上で、議案第３４号、議案第３６号、議案第３７号、議案第３

８号、議案第４０号までの各案に対する提案理由の説明が終わりました。 

 ここで、暫時、午後１時５０分まで休憩をいたしたいと思います。 

 その後、一般質問に入ります。 

 

休憩 午後 １時４２分 

再開 午後 １時５０分 

 

○議長（橋本憲治君） 休憩前に戻り、会議を再開いたします。 

 

    ◎一般質問 
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○議長（橋本憲治君） 日程第１７、一般質問を行います。 

 質問は、通告書の順序により発言を許します。 

 なお、質問は答弁を含め、議会運営委員会から答申された時間に制限いたしますか 

ら、簡潔に質問、答弁されますように希望いたします。 

 それでは、一般質問の発言を許します。 

 ２番、佐藤静基君。 

○２番（佐藤静基君） ２番、佐藤静基。はじめに、去る６月１０日の局地的な集中豪雤

と降雹
こうひょう

により、農作物に甚大な被害にあわれました農家の方々に心からお見舞いを申し上

げます。今後の天候の安定により、一日も早く、作物が回復されますよう願っているとこ

ろでございます。 

 それでは、質問に入ります。 

 「新生紀森林組合」の合併についての考え方を伺いたいと思います。 

 町の面積の約５０％にあたる山林は、現在、昭和３９年の木材自由化により、外国産の

安い輸入木材が自由に入るようになり、加えて、長引く経済不況で、国産木材の需要 

は、低迷を続け、特に、北海道の基幹産業である森林事業は、この４０数年間、極めて厳

しい経営状況に追い込まれ、各地の木材加工工場の閉鎖が続いている現状にあります。 

 このような状況は、当新生紀森林組合も例外ではございません。これにより、利用適期

の過ぎた町民の貴重な財産である山林は荒れており、活用されることなく眠ったままであ

ります。 

 このような状況にあっても森林は現在も地球の環境を守り、自然災害から生物を守 

り、また、エネルギー資源としても重要な役割を担っているところでございます。将来と

も大切な町民の財産としての森林をしっかり守り、次の世代に引き継いでいかなければな

らない大切な仕事と考えます。 

 平成２１年から１市３町の３森林組合が共通の課題となっているのが、老朽化した加工

工場の再編も視野に入れて平成２１年６月から北見市と津別町の北見広域森林組合、佐呂

間町森林組合、新生紀森林組合の３組合と関係する各自治体、道森連北見営業所が構成員

となり「網走中部地区広域合併協議会」が設立されました。 

 本格的な協議は今後のようでありますが、現在の森林事業の状況を踏まえて、関係する

自治体として、合併についての考え方等について伺いたいと思います。 

 １として、本町の森林事業の現状と将来を考える時、今回の合併について当町としてど

のように考えているのか伺います。 

 ２として、合併により新築が計画されている加工工場の事業の概要について伺いたいと

思います。 

 ３として、予定されている合併と再編を目指している加工工場の新築等の今後のスケジ

ュール等は、どのようになっているのか伺います。 

 ４として、現状での合併協議の中で合併について障害となる問題点は出ているのか。 

 以上、４点について伺います。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） ただいま「新生紀森林組合の合併」について、４点のお尋ねを 

いただきましたので、回答させていただきます。 
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まず、回答の前に、合併協議の現状について説明をさせていただきます。 

議員のご質問にありましたとおり昨年の６月１０日に網走中部地区広域合併協議会が設

立されましたが、その中で「事業・加工部会」と「組織・財政部会」の２つの専門部会が

設置されている経緯がございます。 

 協議会は、三組合の役職員のほか、関係自治体である北見市、津別町、置戸町、佐呂間

町、そして本町の林務担当課長と北海道森林組合連合会の北見営業所長で構成してお 

り、これにオホーツク振興局の担当職員が、オブザーバーとして参加、本町につきまして

は、組織・財政部会に所属しております。 

９月２８日に第１回の役員会を開催し、各専門部会への付託事項について決定をし、１

０月２１日には第１回目の事業・加工部会が開催されておりますが、本町が所属している

組織・財政部会については、いまだ会議が開催されていない現状にあります。 

また、それ以降、全体会議である協議会そのものも開催されておりませんので、現 

状、公表できるような合併協議に係る具体的な情報は保有していないところでございま

す。 

今後の予定としましては、６月２８日に第２回の合併協議会が開催される予定となって

おりますので、その中で、各組合の過去５カ年の事業実績などの資料が示されると聞いて

おります。それを基に各専門部会の協議が進められるものと考えているところでございま

す。 

こうした状況から、具体的事項についてお答えできないものもありますことを予めご理

解いただきたいと思います。 

それでは、１点目にお尋ねのあった「今回の合併についての本町の考え方」についてお

答えします。 

このたびの森林組合の合併につきましては、農協の合併と同様に、組合運営上の必要性

から検討・協議がなされるものであり、原則的には、町が前面に出て、どうこうすべきも

のではないと考えているのが基本的な考え方であります。 

ただ、ひとつだけ言えるのは、直接的に影響を受ける組合員と十分な議論を行った上 

で、最終判断をするべきものであると思っておりますので、新世紀森林組合の役職員の皆

さんにはそうした配慮を期待しているところでございます。 

 なお、新生紀森林組合につきましては、本町の林業振興上、重要な組織でありますの 

で、その体質強化のために必要な事項については、関係する置戸町とも連携しながら、可

能な限りの助言や支援を続けていく考えでありますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

次に、２点目の「合併後の加工工場の概要」についてであります。冒頭申しましたとお

り、説明しましたとおり公式な情報を持ち合わせておりませんので、現状でのお答えは控

えさせていただきたいと思います。 

次に、３点目の「加工工場新築のスケジュール」についてでありますが、合併協議会の

設立総会において、協議期間は３年間としておりますので、仮に平成２４年度に合併した

としても、補助金の申請等を考えますと２５年度以降になるものと推測ですが思われます。 

しかしながら、この合併協議につきましては、各組合が保有している加工工場の老朽化

に伴う機械等の更新問題が発端であったと聞いておりますが、オホーツク総合振興局から

「工場の合併ありきで組合合併の議論はすべきでない」との指摘を受けたとの話も聞いて



 - 47 - 

おりますし、各組合ともそれぞれ考えをお持ちのことと思います。  

従いまして、今後の協議におきましては、必ずしも加工工場の合併ありきではなく、例

えば民間に加工業務を委託するなどを含めた幅広い検討がなされる可能性もないとは言え

ませんので、新工場の建設については、現状では未定であるとご理解いただきたいと思い

ます。 

次に、４点目の「合併の障害となる問題」についてであります。一般的には組織の大規

模化は一人ひとりの組合員と組合の距離感が遠くなったり、組合員の声が届きにくいなど

と言われておりますが、これにつきましても、事業実績等の付け合せが、これから行われ

るという段階にありますし、非常に繊細な問題も含んでいるものと認識しておりますこと

から、現状でのお答えは控えさせていただきますので、ご理解を賜りたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 佐藤静基君。 

○２番（佐藤静基君） 先に担当課へこの件について、尐し意見を聞きたいと伺ったとこ

ろ、まだ、今、町長の答弁にありましたように、中身としては理解されているようです 

が、なかなか広域合併になりますと中心になってやる首長がいないものですから、なかな

か今、答弁ありましたような内容になると思います。  

尐し現状について、お話したいのですが、私は日ごろから町の財政再建の財源に何とか

地域資源活用である森林を活かすことができないのかとの思いから、毎年開催される新生

紀森林組合の地区懇談会での事業経過報告と事業収支に期待をし出席しておりました。事

業経費３千万円のうち、収支を大きく左右するのが、原木の販売で特に加工工場部門にあ

ります。工場の容積が回復すれば事業が安定する内容であります。特に、近年は事業の中

間期で工場の操業を数カ月休むような状況でありまして、２０年を経過した機械は老朽化

し、部品の調達も困難であります。近年、修理費も３００万円から４００万円かかる状況

で、一時は懇談会の中で、工場を閉鎖したいと思っているとのお話がありましたが、森林

事業をやっていて工場がないのは、植えて売るだけでは、だめということで、今何とか頑

張っている状況であります。 

 さらに、平成２２年からは、わずかな役員報酬の削減まで行っている状況であります。

２年ほど前から、共通の問題を持つ、近隣町の森林組合が、森林、林業再生の改善策とし

て、工場合併の気運はありました。しかし、財源の乏しい森林組合だけでは、なかなか困

難な状況でありました。そこで、このたびの１市３町の自治体が加わったことで、今 

回、私の目指すところでございまして、網走中部地区広域合併協議会の設立により、今後

は合併問題の取り組みは、１市３町の首長の強いリーダーシップがないと合併は難しいと

思っておりますし、全面には出しませんが、工場の再編に期待するのに私は最適であると

考えておりますし、特に、合併経験を持つ、置戸町、訓子府町の両町が協調して積極的に

進めるべきと考えております。実は、今回の東日本大震災関係で補助事業が非常に削減さ

れるという心配がございまして、これは、表ではあまり公式に話はできないのですが、相

当補助事業が削減されると思います。工場に関しては、現在、５０％の補助事業はあるの

が、おそらく５０％の８０％ぐらいが削減されると思っています。そのことを考えますと

やはり森林組合だけではなかなか合併の気運は難しいと思います。この際、北見市長ほか

３町の首長がやはり表に出て、合併を取り仕切ってもらわないとおそらく今、町長の立場

からいえば農協の合併と同じことですが、森林組合の財源は、ほとんど３００万円や４０
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０万円の修理費で儲かるか、儲からないかの際どいところです。先ほど冒頭に申し上げま

したように、町の財産である５０％の山林を守り、これを活かすというのは、森林組合だ

けでは非常にやはり今の状況としては難しい。そのことを心配している訳であります。や

はり、この言葉はどうかわかりませんが、政治力に期待するものであり、工場の規模も何

十億円ではなく、その半分ぐらいと聞いておりますので、事業として、山林の果たす役 

割、環境、エネルギー資源を考えますと確かに目先ですぐお金の生むようなものではない

かもしれないが、資源としても将来的に森林事業は、きちんと位置づけをした中で見直 

し、一歩踏み出さないと森林組合自体がなくなりますと訓子府の事業は、業務委託が多い

訳です。国の補助金など具体的には、表現していないことですが、組合としての負担、あ

るいはその際の自治体としての支援が、私はどうしても必要な時期がくると考えますの 

で、その点について、考え方を伺いたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 農林商工課長。 

○農林商工課長（佐藤正好君） ただいま、森林組合の合併問題に関しまして、首長のリ

ーダーシップのこともございました。それについては、後ほど町長から回答がるものと思

いますので、現状の工場合併に関わる経過とこれからの課題について、尐しお話をさせて

いただきたいと思います。今回、工場を合併するにあたりまして、補助枠の確保もさるこ

とながら、基本的には、補助にのるためには、規模拡大を図らなければ、その補助の対象

にならないのが１つの大きな問題、課題としてあります。規模については、これからの協

議の中で決定されるものと思いますが、仮に、工場の建設が決まった場合には、置戸ばか

りではなく、関係する市、町が連携しながら一体となり、有利な補助の獲得に政治的なも

のも含め、対応することになると考えております。 

○議長（橋本憲治君） 佐藤静基君。 

○２番（佐藤静基君） 最初の一答目の中で、町長が言いましたように、実は中身があま

り煮詰まっていない中で、最終的な合併の目標は、これでいきますと２５年以降とそんな

に長いことやっていることではないと考えておりますし、今、担当課の説明がありました

ように国の補助の状況は、刻々と私は悪くなると思っていますので、この辺は１つ、繰り

返し申し上げますが、各首長の出番と思うのです。それでないと長く続いていたものが昭

和３９年から町の人は山、木材は諦めた。なかなか野ねずみの駆除剤も買ってくれない状

況ですので、目先の収支だけを考えますとなかなか難しいのですが、やはり森林の恩恵を

受けた年代もありますし、その世代を継ぐ、私たちとしては、できる限りチャンスを生か

してやらないと今担当課長からありましたように、単協の森林組合の状況では、もうおそ

らく工場が閉鎖してしまい、民間といいますが、置戸に民間があるのかどうか分かりませ

んが、例えば、佐呂間町は、森林組合の工場がなくなると１カ所もなくなるのです。ほと

んど原木は、津別町に行っているのが多いようです。とにかく製材の加工工場ではな 

く、梱包材が主な訳ですし、これはやはり森林組合の中身をもう尐し首長が積極的に内容

を検討され、ぜひひとつ合併を成立させないと森林組合の工場はおそらくなくなる私は心

配しておりますので、改めて首長の思いを聞かせていただきたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） 佐藤議員の言われるとおり農業関係では、現在のＴＰＰやＥＰ 

Ａ、ＦＴＡなどを考え、先取りはやはり森林と私はとらえております。森林の木材自由化
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を進めたことによって、全国の森林は非常に荒廃し、日本の森林行政は、つまずいている

ことは、今さら申すまでもございません。それだけに東北地方や長野地方などの森林地帯

については、地方自治体が森林組合を抜本的に底上げしていくことや細かな政策を打ち出

していくことが見えておりますが、根本はまさに私が冒頭の答弁で申し上げましたとおり

森林を持っている組合員個々が自分たちの組合をどのようにしていくかの議論をまずは私

は優先すべきではないのかと思っています。これは、私どもの町だけではなくて、置戸町

が森林では非常に先端を行っていると私は認識してございます。 

 例えば、森林認証制度の問題等がございます。これはいち早く国際認証と国の認証制度

があり、木材の材質管理や販売等についても有利な状況をどのようにするのかの政策がご

ざいまして、私どもの町にも認証について、力を出すべきでないのか、貸してほしいとの

提案を何度もいろいろな方たちが来ていますが、私は基本的に町の民有林を持っておられ

る方々が本気になり、認証が必要なので町長力貸せという状況がない限り、行政が先駆け

て組合をリードしたり、森林行政をリードすることは、今の時点で本当にいいのかどうか

については、非常に疑問を持っておりますので、ある意味では、私も新生紀森林組合の総

会には、可能な限り出席し議論の行く末を見守りながら、損益計算書等の経営状況も把握

し、純利益は、日ごと、年ごとに減尐している状況も把握しているつもりでございますの

で、今、当面できることの１つは、雇用の確保と私たちは今、新生紀森林組合に２００万

円の補助を出しております。額的には決して多いとは言えません。 

 しかし、伐期が来たものに対する町有林やあるいはさまざまな事業に対して、新生紀森

林組合に事業発注等を数千万円発注している状況も含め、まわりから応援を確実にしてい

きたい。 

 そして、森林組合の将来を決めるものについては、まずは組合員の議論といまだ設立し

てから協議がされていない状況、はたまた指導機関である北海道から工場建設ありきの中

での合併はいかがなものかと思っています。しかもこれは佐呂間町森林組合と訓子府、置

戸との新生紀森林組合と北見広域森林組合では、北見と津別町が綱引きをしている。皆工

場がなければ合併はないものにする話が聞こえてくる状況では、本当に森林組合の未来が

これでいいのかを考えますと私はまず主体的に組合員がきちんと議論し、そして必要な状

況については、訓子府町や置戸町では、行政的に生産者の皆さんが積極的に働きかけてく

ることを待ちたい。そのことが将来的に、私自身も全力で、この緑や森林を守るため 

に、相当な面積のある町有林を抱えておりますので、この健全経営も含め、頑張っていき

たい気持ちは変わりませんので、議員のご期待に今、即、応えることが適切かどうかにつ

いては、判断の時間をいただきたいと思いますが、気持ちは変わりませんので、ご理解を

賜りたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 佐藤静基君。 

○２番（佐藤静基君） 大変、もっともな答弁と言ったら失礼なのですが、本来なら農協

合併のように主体性があり、それを支援するのが自治体の基本的な形と私は思います。し

かし、残念ながら、私は地元で開催される懇談会のみの出席ではありますが、小さな懇談

会の割には２０、３０名ほど集まっていますので、まだ山のことは諦めていないのと思い

ますが、残念ながら、あまりにも森林事業は、長期に渡るものですので、今、私の場合を

例に出せば、父親が一生懸命頑張り、昔は、山が財産と言われており、私が確認をしてみ
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れば大きな山を持ってくれた。そして、木も植えた。私は、若い時から結構わがままでし

たので、いつお金になるかわからないものに金を出さないと言ったら、父親が工面し管理

してきた。今になってみるとその事業が私の代を通り越して、次の代までいかなければお

金にならない。そのような状況の中ですので、町長の考え方はよくわかりますが、民間の

山を持っている方は、特にそうなのですが、今、金にならないものに何でそんなことをや

るのかと目先の金をよこせということがありますが、訓子府地区の懇談会ではそのような

意見は出ませんが、一方の町では、赤字だから役員報酬まで減らせと言ったり、とんでも

ない話をすると思ったのですが、そのような状況の中で、基本的な考えはわかります 

が、やはり自治体の首長、今回、北見市も加わりますので、何とかひとつ、リーダーシッ

プとは言いませんが、今、後半に町長が答弁されました積極的に取り組む姿勢は変わらな

いとのことですので、ぜひひとつ仕組みとしては分かりますが、非常にやはり厳しい状況

で組合長ももう半分辞めようというような気持ちを持っているような状況でしたので、な

かなか強い意見も出せない。そんな中で果たして、自主的な合併ができるのかと不安があ

ります。大事な森林は、町の財産でありますので、将来に向けた大きな広い考え方で、今

回、ひとつの改善策の一歩として、ぜひひとつ積極的に相談にのっていただきたいと考え

ますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） 冒頭申しましたように非常に木材の価格そのものが浮動でござい

まして、不安定な状況です。一時、２年ほど前にからまつ等の価格が急騰し、一斉に民有

林を伐採された。しかし、うちの町では、そんなに目立ちませんが、その後の苗木を植え

る作業がなかなかできない。刈りっぱなしで、はげ山があちらこちらに見えてきているこ

と等についてもやはり森林組合が、リーダー的な役割をきちんと果たしていくことももち

ろんですし、組合員の自覚もさることながら、北海道も町もあげて、指導を今、強めてい

るところでございます。 

 しかし、もう１つだけご理解をいただきたいのですが、毎年１０月、１１月になると各

団体、事業所から補助金の要請がございます。訓子府町から２００万円の補助金を削らな

いでほしい。そして、事業の発注を森林組合にしてほしいと要請はありますが、森林組合

の合併に対して、力を貸してほしいことやあるいは行政として、役割を担ってほしいとの

要請は一度もございません。このことが良いかどうかはわかりませんが、行政におんぶに

抱っこの可能性が必ず出てきますので、もうしばらく状況を見極めながら、改めてその時

期をみた時に、置戸町の井上町長とも一緒になりながら、森林組合役員と膝を交え、じっ

くり話をしていきたいと考えておりますので、この点についてもご理解をいただきたいと

思います。 

○議長（橋本憲治君） 佐藤静基君。 

○２番（佐藤静基君） 次の質問に移ります。 

庁舎内の空調設備と庁舎維持管理費の考え方について、伺いたいと思います。 

 平成２０年に故障し、現在も停止の状況となっております庁舎の冷房設備について 

は、平成２３年度に向けて稼働の方向で調査、検討するとの考え方を示されておりました

が、先ほど申し上げましたように３月１１日の「東日本大震災」さらに「原発事故発生」

により、国を上げての復旧、復興に取り組むため、その財源確保は、今後、地方自治体の
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交付金や各補助金の大幅な減額で対応することが予想されております。さらに、原子力発

電の一部廃止や点検により、夏季の電力不足１５％と想定し、国民に電力の節電を求めて

おります。この状況にあって、電力の消費率の高いと言われている冷房装置の改修は、こ

の際、見直すべきと考えますが、以下の点について、考え方を伺いたいと思います。 

 １として、現在まで稼働についての調査、検討の内容はどのようになっているのか。 

 いわゆる元の冷房設備までの改修費見積もりは、現時点でどれくらいになるのか。 

 ２として、平成２３年度の暑さへの対策として、庁舎内設定温度、職員のクールビズ対

応等は、どのように考えているのか。 

 ３として「財政健全化戦略プラン」を実施している中で、行政コストの中身として、庁

舎維持管理費は過去５年（平成１９年～平成２３年）の年平均２，３８６万２千円となっ

ております。うち特に、光熱水費では、８７２万５千円であり、この５年間ほとんど節約

の実績効果が出ておりません。この際、光熱水費の節減に調査、検討が必要と思うが、こ

の考え方について伺いたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） ただいま「庁舎内の空調設備と庁舎維持管理費の考え方」につい

て、３点のお尋ねがありましたので、お答えをさせていただきます。 

 １点目の「現在までの調査、検討内容と改修費の見積もり金額」についてのお尋ねであ

ります。役場庁舎につきましては、「総合福祉センターうらら」を併設し、平成１３年度の

完成以来、本年で築１０年となります。 

 ご質問にある空調設備につきましては、平成２０年６月に故障が発覚したもので、その

修繕には多額の経費が必要なことから当面の措置として、工場扇、冷風機を設置したほか

「うらら ふれあいホール」やコンピューター室にエアコンを設置しております。 

 議員もご存じのように、本庁舎につきましては、基本設計を「プロポーザルコンペ」方

式で実施し、町民の方々の投票などで決定しておりまして、冷暖房完備の気密性のある近

代的な構造であり、自然通風を確保することが困難な状況にあります。 

 このような中で、昨年の第３回定例町議会でご意見をいただき、冷房装置の将来の方向

性につきまして内部で調査、検討を進めてきたところでございます。 

 まず、現在破損している冷房装置の再稼働につきましては、冷房装置メーカーでは機械

内部の腐食進行状態の把握または予測がつかないことなどから、一部を修繕し運転を再開

しても、今後不具合や故障または事故が発生することを予測することが不可能なため、メ

ーカーとしての責任は負うことができないとの回答が出されております。 

 設備を変更する検討として、１つは庁舎内の既存の配管を利用した集中冷房では、既存

施設に替えて水冷式の装置を新たに設置する工法で約３千万円、２つ目は屋上に空冷装置

を設置する工法で約５千万円の費用となり、庁舎を１０区画に区切り、系統別に冷却装置

を設置する工法で約４千９百万円の概算費用が算出されています。 

 いずれにいたしましても、先の議会では「住民生活に直接関わる実施しなければならな

い懸案事項もあり、数千万円の多額の費用をかけて復旧することが良いか議会とも協議し

なければならない」と答弁させていただいており、さらに議員も言われるように地方財政

が不透明な状況を考えますと来庁する住民の方や執務する職員には申し訳ないところです

が、当面は復旧を見合わすことでご理解いただきたいと思います。 
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 次に、２点目の「平成２３年度の暑さ対策として、庁舎内設定温度、職員のクールビズ

対応等」についてのお尋ねでございます。１点目でお答えしたとおり機械的な冷房装置の

設置は難しい状況でありますので、室温が上昇しないよう扇風機を稼働させたり、できる

だけ通風を良くする工夫をし、室温２９℃を超えるような猛暑には、熱中症を防止するた

め水分補給の注意喚起や節度ある軽装での対応を図ってまいりたいと考えております。 

 なお、本年度は６月１日から９月３０日まで夏の軽装対応期間としてございます。 

 次に、３点目の「庁舎維持管理の内、光熱水費では、この５年間ほとんど節約の実績効

果が見られないが、光熱水費の節減に向けた調査、検討」についてのお尋ねでございます。 

議員言われるように、庁舎維持管理費の内光熱水費につきましては、ここ５年間は、ほ

ぼ横ばいの数字でございます。 

大部分を占める電気料金につきましては、燃料調整の料金体系に移行したことや相次ぐ

原油高騰により料金単価は高止まりの状況にあることも一因かと考えております。 

また、節約につきましては、影響は小さいながらも不在の職員の箇所は、消灯するなど

努力していると感じているところでありますが、さらなる節電を心がけながら、議員から

ご提言のあった光熱水費、特に電気料金につきまして、省エネルギー型の照明器具などの

電化製品との交換も含め、調査検討してまいりますのでご理解を賜りますようお願い申し

上げます。 

以上「庁舎内の空調設備と庁舎維持管理費の考え方について」ご質問のありました３点

についてお答えいたしましたので、ご理解を賜りたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 佐藤静基君。 

○２番（佐藤静基君） 状況と考え方については、よくわかりました。尐し驚いたの 

は、１点目の元に戻すまで、大きな金額になることです。確か２０年の故障した時にお聞

きしたところメンテナンスの分が、７年間たってからの故障で、毎年、メンテナンスに１

５０万円かけ、７年ですから１千万円のメンテナンスかけたほうがよかったのかわからな

かったのですが、いずれにしても私の予想では、当時として、２千万円ぐらいかかると想

定した訳ですが、３千万円、５千万円、４，９００万円といろいろこまかい試算の中 

で、大きな金額であったことに正直言って驚いております。 

 また、今日は３０度と予想されていましたが、尐し涼しいので、３０度になった時、こ

の空冷を取りやめる話は、やりづらいと思いましたが、暑い期間は、今、６月ですが、主

に７月から８月のお盆までの期間でありまして、非常にやはり職員の方も２９度の設定 

で、いろいろなものを駆使して、何とか当面はやらなければいけませんが、この改築につ

いて、今、町長の答弁がありましたように、この庁舎は、気密性を高く確保するため、通

風用の窓がない。構造上、問題があるとのことでしたが、通風を確保できるのであれ 

ば、確保し改善されるのなら、私は、役場の建っている場所の向かいに常呂川があり、非

常に大きな建物もなく通風を得るのに支障がなく、通風の確保で改善することによっ 

て、かなりの温度調整ができるのであれば、例えば、３千万円も５千万円もかけるのでは

なく、今、進んでいる建築のリフォーム方式で窓を開け、取り入れるような方法を検討す

ることも１つの方法と思います。今、当面は考えないとのことですので、当面は、どこま

でかわかりませんが、仮にメンテナンスに、１５０万円とまでいかないが、設備が大きい

ほどメンテナンスしないと７年前の１千万円が不意になったことになりますから、できれ
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ばあとのことを考えますといろいろと対応できるものとし、扇風機を使うにしても風を入

れないと中の空気を回すだけではなかなか難しいと思いますので、リフォーム的な考え方

で、特に、通風の確保は、経費として、数千万円もかからないと思いますので、この辺を

検討されるのか、もし検討されているのであれば伺いたいのですが、いかがですか。 

○議長（橋本憲治君） 総務課業務監。 

○総務課業務監（伊田 彰君） ただいま、佐藤議員より、リフォーム的な考えを含 

め、庁舎の構造上の問題で考えてはどうかとのご提言、ご意見をいただきましたが、先ほ

ど、町長の答弁でも申し上げたとおり非常に気密性が高いことで、窓がどちらかというと

引き違い窓ではなくて、１５度ぐらいしか開かないものが庁舎の窓になっておりまし 

て、それを改造しなければならないということですので、金額的な部分は、まだはじいて

おりませんが、その意味では、若干、検討をさせていただいて、金額的な部分も含め、や

っていきたいと思います。ただ、現在、議場周辺は、ちょうど佐藤議員の上に火災時の排

煙窓を開け、通風を現在確保している状況です。火災の通風の窓につきましては、構造的

に常時開け閉めするものではないので、非常に故障も多いということですので、その意味

で何とか直しながらも現在、通風を確保していることですので、ご理解いただきたいと思

います。 

○議長（橋本憲治君） 佐藤静基君。 

○２番（佐藤静基君） 担当課の答弁にありましたように、確か、前回の上原議員の質問

だったと思いますが、１階の温度と２階の温度、２階の奥にあります教育委員会管理課の

温度は、２、３度ずつ違いますので、１階はなぜ涼しいのかは風が入るから違うというこ

とで、今、担当課で検討することですが、窓を横開きにするぐらいの金は、何百万円もか

かりません。これぜひ、ひとつ検討していただきたいとお願いしておきます。 

○議長（橋本憲治君） 総務課業務監。 

○総務課業務監（伊田 彰君） 引き違いの窓の価格ですが、現在の窓は、高層ビル用の

サッシを利用していまして、多分、箇所数にもよると思うのですが、何百万円ぐらいの単

位で難しいと気もしていますので、１個は何十万円単位なので、改めて、通風の道の確保

も含め、なるべく安く上がるような方法を検討したいと思いますので、ご理解いただきた

いと思います。 

○議長（橋本憲治君） 佐藤静基君。 

○２番（佐藤静基君） 検討をよろしくお願いいたします。 

 ３点目の光熱水費の件で、今、町長の一答目の答弁にありまして、およそ了解した訳で

すが、財政健全化戦略プランを実施した１９年から急に大きな変化として、維持管理費が

変わり、当時で中身をみますと１３０万円から１５０万円ぐらいの減額になったのです 

が、これは主に清掃等の委託であります。役場に入りますといつも業者の人たちが掃除 

し、ご苦労さんと言ってくれていましたが、削除が決まった時に「佐藤さん一生懸命がん

ばっているけど仕事減ったね」と言われました。それは私をほめたのか、どうなのかわか

りませんが「いいんですよ私たちは」と言って通りすぎましたが、先ほども町長が言いま

したように、今、家庭でもそうですが電気の消費は、今、電化製品がありますし、職員の

机を見ても、大きな機械を皆持っていますから、なかなか電気料の削減は難しいとは思い

ます。電気料金も何かうわさでは、今度上がるようなお話もございますし、その意味で 
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は、減るのも難しいかもしれませんが、前回の財政健全化戦略プランの中で、掃除業者の

経費だけが全面的に出ている。これは、職員の皆さん方が自分の周りを掃除したのが一番

の要因と私は思いますが、できれば他の面での削減にもう１つやはり工夫を凝らしていた

だきたいと思います。ちなみに参考までに申し上げますが、庁舎、スポーツセンター、公

民館の３施設、温水プールは除きますが、この３施設で維持管理費と燃料費、光熱水費 

は、近年でやはり５，９００万円ぐらいかかっているのです。これは多いか尐ないはよく

わかりません。それだけかかるのかどうかは、数字を並べてみますとこの３年間のいわゆ

る燃料費、光熱水費、維持管理費を含めますと大体３年間で５，９００万円でありますの

で、そのことも含めていろいろご検討をいただきたいと思います。 

 それから、この間テレビを見ておりましたら、内地の暑さと北海道の暑さ、訓子府はた

またま沖縄より暑いことがありますから、極端に比較はできませんが、スーパークールビ

ズとし、職員は、例えば、アロハシャツ、ポロシャツ、半ズボンまで視野に入れ、検討し

ていいとの話もありますし、高橋知事は、このことについて、テレビで聞きますと北海道

らしく、上品な形のクールビズをわきまえて各自治体でやることにしてはどうかとのテレ

ビ番組がありました。その辺も尐し、どこまで脱げば涼しいかわかりませんが、いろいろ

ご検討いただきたいと思います。 

 最後に「敬老祭」のあり方について、これは大した大きな問題ではないのですが、平成

２２年度第５９回の町内「敬老祭」の開催内容につきましては、招待者等からの意見も取

り入れて、飲食をしながら、参加者同士が交流を楽しめる内容へ変更し、出席者からは好

評であったと伺っています。 

 さらに、今後の内容について、出席者からの希望がございましたので、以下の件につい

て考え方を伺いたいと思います。 

 １として、各節目の招待には理解もでき、次回の招待を楽しみにしておりますが、出席

できる節目のバランスとして、現在の「半寿の８１歳」を「傘寿の８０歳」から「米寿の

８８歳」の中間年である８４歳にしていただけないかということであります。これは、７

５歳から順次行きますと２年か３年ごとに招待されるが、この間が長いので中間にしてほ

しいとの意味であります。 

 ２として、高齢者は、町の発展に尽くされた最大の功労者であります。町民は、その労

苦の功績に感謝し、敬愛の精神を持って「敬老祭」として、より祝意を高める意味合いか

らも、今年からは、民間の自由な発想とより楽しく新たな企画に期待し、主催を民間主体

の「敬老祭」としてはどうかでありますが、この２点の考え方について伺いたいと思いま

す。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） 敬老祭のあり方について、２点のお尋ねがありましたのでお答え

をさせていただきます。 

 まず、１点目の「出席できる節目のバランスとして、半寿の８１歳を傘寿の８０歳から

米寿の８８歳の中間点である８４歳にできないか」とのお尋ねですが、昨年から実施して

いる節目の方を招待しての開催につきましては、議員も言われているとおり出席された方

には大変好評だったと感じているところですが、半寿の８１歳から米寿の８８歳までの間

隔が開きすぎているという議員のご指摘はごもっともと考えておりますので、実施の方向
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で、前向きに検討させていただきます。 

 次に、２点目の「主催を民間主体の敬老祭にしてはどうか」とのお尋ねですが、「高齢者

は、町の発展に尽くされた最大の功労者であるので、その労苦の功績に感謝し敬愛の精神

を持って敬老祭を開催すべき」と議員が言われることについては全く同感ですし、毎年そ

のような気持ちを持って、開催させていただいているところです。 

 また「民間の自由な発想とより楽しい企画に期待して」との考え方もございますが、直

接関係団体に意向を確認はしていませんが、責任を持って敬老祭を継続実施していくこと

は現状で難しいのではないかと考えておりますので、歴史的な経緯も含め、従来どおり９

月１０日は、全町的に町が主催する敬老祭として実施し、敬老の日は地域や家庭で高齢者

に感謝の意を表する意味での行事をお願いしたい。このような考え方がよいのではないか

と思うところでございます。 

 昨年の敬老祭での商工会から、うどんやそばの提供をいただくなど協力をいただいてお

りますので、今後も町内の各団体のお力添えをいただきながら、開催したいと考えており

ますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（橋本憲治君） 佐藤静基君。 

○２番（佐藤静基君） よくわかりました。内容を理解していただいて感謝いたします。

そのほかに改善の希望として出した民間主催の点でありますが、敬老祭では久しぶりに同

世代が集まる。要するに８０歳なら８０歳世代が集まる。そのことから、懐かしい人との

再会を楽しみとして、知人を探したと。去年は３５．７％の出席ですから、１２７名ぐら

いの出席率でしたので、会場を尐し私はのぞいてみましたが、丸テーブルに地域ごとで固

まっておりました。その状況の中で、出席名簿がないのは不便であり、非常に、あの人は

元気かと思いながら探していた人もいた。なかなか高齢者とはいいながら歩けない人はい

ないので、結構元気な人が多くいた訳ですが、名簿がほしいということでした。これには

当然、個人情報などのこともあります。そのことをうちの議会事局長に調べてもらいまし

たが、大きな罰則もない。主催者が責任を持てばいいとのことで、確かに深く考えれ 

ば、個人情報で問題になると言いますが、その辺の見解もありますので、私はぜひ民間と

言っても私の言っているのは、できれば商工会なのですが、その中で、改善できないだろ

うかと。民間主催で行う場合、私は常日頃考えたのですが、今、町長が申し上げましたよ

うに訓子府町の最高の功労者であり、かつて昔は私の母親が婦人部で元気な頃は、各公民

館、部落で踊りを踊って、豚汁を作ったりし接待したのです。青年は送り迎えをしていま

した。町の主催になったのですが、やはり日頃から町長が言っているように住民参加のき

っかけとして、私はこの事業は、民間での主催が無理だということであれば、できるだけ

商工会と相談する方向でやれそうな気がします。ある主催者側、商工会で協議が必要と思

います。今回８０数万円の敬老祭に対する予算が出ておりますが、その枠内でやるのが難

しいとするなら、例えば参加者負担として、１人千円でもけっこうですので、実践会から

数千円の補助金負担をお願いしてできないかと話もございました。町長が申し上げました

ように敬老祭には、５９年間の長い経過もございますし、従来の方法で残すべき点は、大

変多いと思います。今回の７５歳以上が約千人を超えましたが、実際、今現在、約４００

人、節目で該当者がいるようですが、この節目の敬老祭の改善を機会に今回も招待される

側、開催する側に広く意見を求めて、より楽しんでいただけるような方向で取り組んでい
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ただきたいと思います。実は、昨年この件につきまして、担当課に相談に行った時、時期

も遅く、８月に入っていたので、事業は発注しているので、今年は無理なので、よく考え

ますので、次年度にもう一度、この考え方について、示してくださいとのこともあり、６

月の尐々早めでしたが、今から検討をしていただきたいと思います。改めて今、町長から

おおまかな答弁がございましたが、敬老祭への思いとして、最後に何かあれば伺いまし 

て、私の質問は終わります。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） ２つの質問をいただきました。 

 １つは、やはり同期生が集まった中での名簿の公表をしてもらえないかということです。

ここ５年間の中で、例えば成人式、敬老祭、入学式等の名簿の公表もしていない状況でご

ざいます。それが個人の秘密に関することでなかなか公表が難しいことがありますか 

ら、やるとすれば出席者のご同意をいただいて、名簿を公表できるかが、まず原則であり

ます。一般的には、各自治体ともに名前を出さない状況は間違いありませんので、この点

のところは、もう尐し詰めてみたいと思います。 

 ２点目の一例として、商工会に敬老祭を委ねることを含めていくとこのことも解消され

るのではないのか。商工会長とは、直接この点について話したことはございませんが、例

えば、公職者の新年交礼会があります。１月５日に議員や町内会、実践会、各町内会の役

職をもっている方等々の集いがございます。私は、この点について、むしろ商工会でやっ

ていただきたい。中止しているところも出ていますし、敬老祭もやめているところも結構

出てきている状況で、むしろ会費で例えば１，５００円を町で集めているのであれば、３

千円とり、政治家も自由に呼んでいただく形で、商工会がやることで活性化につながると

いうことの提案もしておりますが、現実的にはいろいろな条件があり、快諾はいただけま

せんでした。引き続き、町でやるかどうかも含めて、私どもは判断をしていかなければな

らないと思っています。今年も実は町が主催してきた経緯がございますので、さらに人数

も対象者が多いく、楽しみにされている敬老祭という行事を民間に委ねることが本当に冒

頭言いましたように継続して実施していただけるかについては、非常に厳しい状況と私は

商工会に限定していいますと請負ってやれる状況かどうかも含め、私は厳しいと認識して

おりますので、改めて議員の提案でございますので、商工会にこのような提案がありまし

たが、いかがなものかと真意を確かめながら、今年の敬老祭に向けて、どのような開催方

法をするのかも含め、検討をしてまいりたいと思いますので、ご理解を賜りたいと思いま

す。 

○議長（橋本憲治君） 佐藤静基君。 

○２番（佐藤静基君） これで終わります。 

○議長（橋本憲治君） ２番、佐藤静基君の質問が終わりました。 

 ここで、午後３時まで暫時休憩をしたいと思います。 

 

休憩 午後２時５０分 

再開 午後３時００分 

 

○議長（橋本憲治君） 休憩前に戻り、会議を再開いたします。 
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 次は、４番、河端芳惠君発言を許します。 

 河端芳惠君。 

○４番（河端芳惠君） ４番、河端です。質問に入ります前に一般質問通告書の訂正をお

願いいたします。２枚目の６、住民基本台帳カードとしたつもりなのですが、字が入れ替

わっております。ここを住民基本台帳カードとしてください。 

 通告書に従いまして、町長に質問いたします。 

災害に備えた安心・安全施策の見直しの考え方について伺います。 

 ３月１１日に起きた東日本大震災による地震、津波の被害は甚大で、３カ月を経過した

今でも、死者１万５千人、いまだ行方不明者が８千人もおり捜索が続いております。 

 また、福島原子力発電所の放射能漏れによる健康被害の不安、農水産業、工業などに及

ぼす被害は図りしれないものがあり、解決のめどさえ立っていません。 

 なかなか復興が進まず、まだ義援金なども届いていない地区も多く、被災地の方々の苦

難を思うと心が痛みます。 

 災害の尐ない本町ですが、これまでの安心・安全を守る施策を見直しする必要はありま

せんか。 

 １、町長は、５月に被災地を訪れ、被災現場を目の当たりにして、本町の安心・安全施

策の見直しをどのように考えて、どのように進めますか。 

 ２、３月定例会でも質問しましたが、緊急通報システムを１０月から民間に委託をする

ことに問題はありませんか。 

 今回の大震災を受けて携帯電話の有効性が広く認識されましたが、携帯電話を導入する

などの考えはありませんか。 

 ３、緊急医療情報キットの設置と活用は、できていますか。 

 ４、消防の広域化により、緊急通報の仕方が難しくなりましたが、各家庭に地番、緊急

連絡先などを表示したシールを配布するなどの対策の考えはありませんか。 

 ５、高齢者、障がい者地域見守りシステム構築事業、災害時要援護者支援台帳整備など

さまざまな制度が考えられていますが、連携・運用活用の方法をどのように進めますか。 

 ６、住民基本台帳カードの無償交付を６５歳以上の希望者に７月からはじめますが、こ

れを障がい者にも拡大する考えはありませんか。 

 以上、伺います。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） ただいま、河端議員から「災害に備えた安心・安全施策の見直し

の考えは」について６点のお尋ねがありましたので、お答えをさせていただきます。 

 １点目の「本町の安心・安全施策の見直しと進め方」についてのお尋ねでございます。 

私は、５月の連休を利用して東北地方の被災地を訪れ、ガレキの山と化した光景は、こ

の世のものとは思えない惨状でありました。 

 東日本大震災は、マグニチュード９．１の大地震、大津波により一瞬で生命の危険にさ

らされたことや福島原子力発電所の災害を伴う未曾有の大災害であり、本町では到底考え

られない規模の災害であることをご理解いただきたいと思います。 

 東北地方の被災地の現状を見る中では、町長としての責任を負う重大さや災害の尐ない

環境の中で、職員としての危機感を持つことの重要性を感じながら、災害対策基本法第１
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条により定められている「訓子府町地域防災計画」の職員の任務を徹底、理解させること

や議会でご意見をいただいた気象警報や緊急地震速報に対応する「職員非常時連絡及び非

常招集要領」を定め、本年４月１日から運用を開始したところでございます。 

 また、今回の震災を教訓に「訓子府町緊急物資等の備蓄ガイドライン」を定め、補正予

算にも提案させていただいておりますが、今後計画的に食料や毛布などの生活物資等の備

蓄を推進してまいるところでございます。 

 今後は、各種広報などで、住民の食料備蓄を啓発することや防災訓練などで周知に努め

るとともに国、北海道と連携した備蓄について検討してまいります。 

 次に、２点目の「緊急通報システムを民間に委託することに問題はないか、また携帯電

話を導入する考えはないか」とのお尋ねでございます。 

消防通信の一元化や設備の老朽化などもあり委託先を変更するものであり、特に問題は

ないものと考えております。 

また、通信回線は従来の電話回線を使用することとしておりますので、現状で携帯電話

の導入は予定しておりませんが、近隣市町と共同歩調を取りながら進めてまいります。 

 次に、３点目の「緊急医療情報キットの設置と活用はできていますか。」とのお尋ねです

が、緊急医療情報キットについては、５月３１日現在で２３２世帯、３１５人に配置して

おりますが、現在も広報や地域担当職員制度を利用し啓蒙、普及に努めてまいるところで

ございます。 

また、緊急医療情報キットは、１１件の救急搬送時の際に利用され、緊急連絡先への迅

速な連絡や救急医療機関への引き継ぎなど有効に活用されています。 

 次に、４点目の「各家庭に地番、緊急連絡先などを表示したシールを配布などの対策」

についてのお尋ねですが、平成２０年２月の北見地区消防組合の消防指令一元化に伴 

い、「１１９」番が消防本部指令に通報され、最適な緊急車輛へ出動命令が出されるシステ

ムとなっており、近隣の消防支署からの特殊車両などの支援や救急搬送時の他支署からの

救急車の手配など有効に活用されております。 

 また、シールの配布につきましては、各家屋の地番を記入するシールを平成２０年２月

に全戸に配布したところでありますが、今後は、配布対象者や表示情報も含め、検討して

まいります。 

なお、緊急時連絡先は、緊急医療情報キットの項目として記載し、配置することにして

ありますのでご理解願います。 

次に、５点目の「高齢者・障がい者等地域見守りシステム構築事業と災害時要援護者支

援台帳整備の連携・運用方法」の進め方についてのお尋ねですが、高齢者・障がい者等地

域見守りシステムは、災害時要援護者台帳のデータを基本にビジュアル的に地図上に表示

される機能があり、逆に地図をクリックすると台帳が表示される機能も併せ持っているも

のでございます。 

第１回定例会の一般質問でもご意見をいただきましたが、火災発生現場が特定されると

現場周辺に居住される災害時要援護者に登録されている方が表示され、延焼に備えた避難

などにも活用できるものと考えております。 

また、運用につきましては、現時点では消防署訓子府支署、福祉保健課、総務課の端末

での情報閲覧ができるシステムを構築し、今後は、地域の方のご協力を得る中で、地域で
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のシステム運用を検討してまいりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 次に、６点目の「住民基本台帳カードの無償交付を障がい者にも拡大する考えがありま

せんか」とのお尋ねでありますが、住民基本台帳カードは、行政手続きのインターネット

を利用した電子申請の際に本人であることを証する電子証明書を取得する時や顔写真付き

の場合は公的な身分証明書などに使用できるものであります。 

特に、近年は様々な法律上の制約により、役場や金融機関などで本人確認のための顔写

真付き証明書の提示が求められることが多くなっています。 

このため議会の中でも公的な身分証明書としての住民基本台帳カードの無料交付につい

て、ご意見をいただいておりましたが、７月から運転免許証の返還などで公的な身分証明

書を持たないことが多く見込まれる６５歳以上の高齢者は、希望により無料交付すること

としたものでございます。 

お尋ねのありました障がい者への無料交付の拡大につきましては、障がい者の皆さんは

公的な身分証明書となる障害者手帳等をお持ちであることもあり、先にも申し上げました

ように当面は６５歳以上の方に限り無料交付したいと考えております。 

つきましては、障がい者への拡大は、今後の状況をみながら検討させていただきますの

で、ご理解賜りますようお願いいたします。 

 住民の安全、安心を守ることは自治体の最優先課題であることを確認しながら、今後も

地域の皆様の協力を得る中で、住民の方が安心して住むことができる「やさしいまちづく

り」に努めてまいります。 

以上、質問のありました６点につきまして、お答えいたしましたので、ご理解を賜りま

すようお願い申し上げます。 

○議長（橋本憲治君） 河端芳惠君。 

○４番（河端芳惠君） 実際、町長は被災現場に行って、いろいろなことを感じられ、今

また補正でいろいろなことも盛り込まれております。お伺いいたしますが、今回の補正で

アルファ米、毛布などの備蓄を考えているようですが、災害対応備品等整備事業とし 

て、総額で１７５万１千円があります。これはほかにどのようなものが含まれていますか。 

 それともう１点、今回、被災地で停電があり、今、ＩＴ化でいろいろな情報が停電する

ことによって、機能がマヒし、情報が取れなくなっている。また、データが流出した 

り、いろいろなことがありました。停電の時の対策として、発電機などは、どのようにな

っておりますか。 

 また、いろいろなデータのバックアップ体制などは、心配ないのでしょうか。 

○議長（橋本憲治君） 総務課業務監。 

○総務課業務監（伊田 彰君） 今、３点ほど再質問いただきました。 

 まず、１点目の補正対応したアルファ米等の金額部分ですが、今回、補正提案している

部分につきましては、７８万１千円で、アルファ米が９０キロ、クラッカーが５キロ、毛

布が８０枚、おむつ等につきましては、約２４０枚を当面２３年度については、その形で

整備していくのですが、先ほど副町長から説明いたしましたが、備蓄ガイドラインにつき

ましては、当面、２７年度までの計画として、２４年度につきましても毛布８０枚、アル

ファ米９０キロ、２５、２６、２７につきましては、先ほどのとは違うのですが、発電機

等々を整備する計画でおります。 
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 ２点目の停電の対策等々でございますが、当面、役場庁舎につきましては、災害対策本

部設置個所でございますので、屋上に発電機がございまして、油炊きの発電機であり、す

べての電源が確保される訳ではないのですが、パソコン等々の機器の電源は確保されるこ

とで、今、５００リッターの家庭用ホームタンクで、概ね１９時間電源確保ができる整備

をしております。 

 あわせてデータ等々の保管ですが、例えば、今回、東北の状況をみると津波で、全部庁

舎が流されたところにつきましては、住民基本台帳は、都道府県が閲覧の権利があること

で、データ的に、外部にあるサーバーにすべての部分が、住基台帳として残っている。そ

れと戸籍の部分ですが、うちはまだ電算化されていませんが、その部分についても、デジ

タル化された後については、法務局等々に残るような話を聞いています。本町について 

は、今、２階に電算室がございまして、そこにサーバーがございますので、それ以上の水

が来ない限りは、データ的には確保されると思っておりますので、ご理解いただきたいと

思います。 

○議長（橋本憲治君） 河端芳惠君。 

○４番（河端芳惠君） 先ほど、補正の中で７８万円１千円、アルファ米、ジャケットな

ど、いろいろな話がありました。当初予算とあわせて、１７５万１千円になることで、そ

のほか、どのようなことだったかとお聞きしたかったのです。 

○議長（橋本憲治君） 総務課業務監。 

○総務課業務監（伊田 彰君） 資料を持ち合わせていないのですが、当初予算の備蓄計

画については、予算組みの時点で、主に、本町は水防関係の備品を備蓄していること 

で、たまたま今年度については、大型土嚢、ほとんどが今、大型の機械で現場等をやりま

すので、１㎥クラスの大型土嚢を尐し大目に４００枚をオーダーで買い入れしてございま

す。 

○議長（橋本憲治君） 河端芳惠君。 

○４番（河端芳惠君） 今回たまたま暖かい時期でしたが、例えば、この地域の冬は、か

なり何かあった時に大変と思いますが、冬に対する備えは考えていますか。 

○議長（橋本憲治君） 総務課業務監。 

○総務課業務監（伊田 彰君） 冬に対する備えの部分でございますが、現在、備蓄品に

ついては、毛布が８０枚。今回補正で、８０枚を計上させていただきまして、来年以 

降、２４０枚を追加することで、合計４００枚の毛布を用意することと先ほどご説明いた

しましたが、２５年以降に４５ｋｗの発電機を用意することで、灯油ストーブ等々の電源

確保等も含めて、対応していけるかと考えてございます。 

○議長（橋本憲治君） 河端芳惠君。 

○４番（河端芳惠君） 今までほとんど災害のない訓子府でしたので、やはり災害に対す

る備えは、なかなか思いつかない部分があります。それでやはり訓子府は訓子府なりの災

害に対する対応の考えがあると思いますので、今いろいろお伺いしましたので、長期的に

考え、対応されることで、ぜひよろしくお願いいたします。 

 災害弱者緊急通報装置について伺います。 

 これは３月にも伺いましたので、またかと思われると思いますが、今までは、緊急通報

システムで、独居高齢者で体の不自由な、独り暮らしで心配な方に設置して、今、８０台
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あるうち７１台設置していることですが、１０月から札幌にある北海道安全センター 

に、この業務を委託されることで、その時の説明の中では、緊急の対応と相談を両方兼ね

揃えた機能を持たせるような形でのお話を伺ったのですが、今回、震災を得て、本当に訓

子府で緊急のボタンを押した時、札幌のこのセンターできちんと対応ができるのかすごく

不安に感じるのですが、近隣で、北見市、置戸町と広域で考えるということだったのです

が、その後どのような進捗状況なのか伺います。 

 また、今回の震災で固定電話がほとんど機能しないため、携帯電話の有効性が見直さ 

れ、この震災を機会に携帯電話を持たれた方も私の身内にかなりいます。北海道でも白老

町は、人口２万人ぐらいですが、高齢化率は訓子府と同じくらいで３３％ある中で、この

緊急通報システムに変わるものとして、携帯電話を活用しているということなのです。そ

れは、普通の携帯電話と違って、元気確認、相談、緊急など、普通の携帯電話と機種は違

ったものなのですが、今回、原発事故で福島県飯館村の避難先がかなり多岐にわたってい

ますので、それの避難者に向け、この携帯電話システムを導入したということなのです 

が、その辺も含めて、緊急通報システムと携帯電話の導入の考え方をお聞かせください。 

○議長（橋本憲治君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（佐藤純一君） 緊急通報システムに関しまして大きく２点のお尋ねかと

思いますが、まず、札幌にある北海道安全センターに委託をすることで、基本的に今まで

は、消防に通報が入っていた訳ですが、消防通信一元化や今、町が所有している設備なの

ですが、老朽化しており、更新の時期を迎えていたことであります。それで今回は、安全

センターで機械をリースし進めることで更新をします。それから通報に関しては、誤報が

９割以上あるとの問題もございまして、消防でも誤報ばかり入ってくるとやはり業務に支

障が出るとの問題もございますので、安全センターで誤報、正報でもとにかく通報を受 

け、正報のみこちらに連絡してくる。そのほうが進め方としては、効率的であると思って

おりますし、それから安全センターのコールセンターでは、看護師や社会福祉士、精神保

健福祉士、介護支援専門員など専門の方が対応することで、緊急性がなくてもいろいろな

お年寄りの相談にも応じるとのことで、今よりは、相当メリットが出てくると考えている

ところです。 

 もう１つのお尋ねの携帯電話の部分でございますが、今、想定しておりますのは、固定

電話と想定をしております。今、携帯電話の部分では考えてはおりませんでしたが、今後

勉強はさせていただき、ただ、今言われた白老町がそのようなシステムを導入しているこ

とは、私自身存じなかったこともありますし、ただ、携帯電話の部分で、高齢者に馴染む

のかと私自身は、疑問な部分もあったりするものですから、課題というのか、勉強をさせ

ていただくことでご理解いただきたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 河端芳惠君。 

○４番（河端芳惠君） 緊急通報システムを設置する場合は、２人だったと思います 

が、協力員が必要なのです。それで通報があった場合は、協力員に連絡が行って、協力員

が確認に行ったり、いろいろなことをするのですが、その情報を安全センターに全部行っ

て、そこから協力員なりに確認をしてと今までと方法は同じということですね。ただ、こ

れは全道各地から寄せられる通報で、訓子府町の確定方法がなかなか難しいと尐し心配が

あるのですが、その辺はどうなのでしょうか。 
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○議長（橋本憲治君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（佐藤純一君） システムの細かい部分については、お答えできない部分

もございますが、センターで確認した場合、協力員や役場福祉保健課などに連絡を入れて

いただくような対応を取ることで、今進めているところでございます。 

○議長（橋本憲治君） 河端芳惠君。 

○４番（河端芳惠君） 今まで、誤報が多かったのは何よりというのか、緊急でなくよか

ったということも言えるのですが、やはり本当に緊急な場合、きちんと対応できるの 

か、その辺いろいろな詰めをして、作業を進めてほしいと思います。災害弱者緊急通報 

は、災害弱者として、今までは、６５歳以上の独り暮らし、もしくは体の不自由な高齢者

世帯ですが、この災害弱者のとらえ方ですが、これは防災白書など、いろいろなことで災

害弱者のとらえ方が、分かれていると思うのですが、災害時に不利になる人。大地震や集

中豪雤などの大災害に普通に行動し、避難することが困難な人として、その中には高齢 

者、障がい者、傷病者、妊婦、乳幼児、日本語が理解できない外国人などの方々が災害弱

者になっておりますが、今ここでいっています今までの緊急通報装置は、あくまでも６５

歳以上の区分けですが、適用範囲は変わりませんか。 

○議長（橋本憲治君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（佐藤純一君） 基本的に対象者は、委託先を変えても今までと同じ考え

方です。ただ、厳密に言えば要綱の中では、町内に居住する概ね６５歳以上の独り暮らし

の高齢者等で、ある程度柔軟に運用できるような要綱のつくりにはなってございますの 

で、概ね６５歳以上ですし、高齢者等という表現をしてございますので、単純に６５歳で

ばっさり線を引くとの意味合いではございません。 

○議長（橋本憲治君） 河端芳惠君。 

○４番（河端芳惠君） わかりました。いろいろな制度が国の予算で、また、高齢者向け

介護保険を適用したものなど、いろいろな制度がありますので、とてもわかりづらいもの

がありますが、その中で高齢者緊急医療情報キットケース、今のところ２３５世帯、３１

５人分で、これも有効に救急車などの対応に利用されていると今お伺いしました。私 

は、たまたま今月初旪に出先で遭遇したのですが、高齢者の方が倒れられたのです。自宅

に行けば、その方は独り暮らしなので、医療情報キットがあることはわかっていたのです

が、倒れられ意識がないまま、鍵がどこにあるのかもわからないので、救急車を呼ん 

で、その時に救急隊員の方が適切な処置をしていただいて、この症状でしたら、小林病院

がいいのではないかということで、小林病院に搬送していただきました。その時につくづ

く思ったのですが、自宅で具合が悪くなった時は、緊急医療キットは、すごい有効と思う

のですが、出先で具合が悪くなった時、本当に大変と思いました。その時は、たまたまそ

の方を知っている人が集まっているので、この方の身内や親戚がどこにいるか分かってい

ましたので、皆で手分けし、連絡しました。つくづく思ったのは、住基カードにも関わっ

てくるのですが、やはり今、高齢者の方は、自分も含めてですが、やはり自分がどこの誰

で、連絡先などを持ち歩く必要があると本当に考えました。それで住基カードのこともや

はりこれはいいことと思いました。 

 それと尐し前後しますが、緊急通報は、今、消防が広域化になりまして、北見に入 

り、そして、火事、救急などの連絡をしなければいけませんが、例えば、訓子府消防支署
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ですと今までは、訓高の近くの河端ですと言えばわかって来ていただいたのですが、自分

がこの電話をできたらいいのですが、たまたま通りがかりの人や近所の人が、通報したり

する場合、意外と地番など、いろいろわからないことがありますので、５月に東幸町で高

齢者を対象としたふれあい交流会があり、その時に消防の方が来て、火災警報器を設置し

ていない方は、ぜひ付けてくださいとか、付ける場所は、このようなところにしてくださ

いなどのお話もされました。その時、消防の方へお願いした時は、自分が必ずしも緊急の

電話をする訳ではない。通りがかりの人もいるし、全く見ず知らずの人が通報することも

ありますので、その地番が何番地で、緊急連絡先は、医療キットがある場合、それを見れ

ばいいのかもしれませんが、ない場合は、誰でもわかる電話のそばに何番地でどのような

状況かわかるようなシールがあるといいですとのお話をしましたら、今回６月の広報に早

速このようなものが入っていました。これはいいもので、ぜひこれを書いて張っておけ 

ば、誰が来てもわかることで、迅速な対応をしていただいてありがたいと思います。た 

だ、印刷裏があったりして、尐し見づらいこともありまして、せっかくこのようなものが

入ってきたのですが、結構知らないで、見ない方も多いと思いますので、このこともぜひ

民生委員の方やいろいろな町内の方も含め、意識しておいたらいいと思いますので、もう

一度いろいろな広報などお知らせしていただきたいと思いますが、もう尐し小さなシール

のようなものは、そういうことは、かなりお金がかかるのでしょうか。お考えはいかがで

しょうか。 

○議長（橋本憲治君） 総務課業務監。 

○総務課業務監（伊田 彰君） 今、キットの部分、消防の通報も含め、ご質問があった

と思うのですが、消防通報については、各電話登録の住所が消防指令台に表示されますの

で、そこの住所が固定電話の登録と分かっていれば、ストレートに出ます。 

 ただし、消防は確認のために必ず聞かなければならないことがありますので、消防本体

としては、大体の位置は分かっている。それと携帯電話につきましては、年度は分からな

いのですが、最新型携帯電話であれば、ほぼ、１０ｍから２０ｍの範囲で探知できるそう

です。 

 また、古いやつは３００ｍか４００ｍ離れる可能性はあるのですが、救急通報は、消防

側として、そのような理解というか、そのようなシステムになっています。 

 ただし、本人に必ず聞かなければならないことがありますので、もしずれた場合とか 

は、大変なことになりますので、その場合があるということをまず１点ご理解いただきた

いと思います。 

 それとシールの部分なのですが、さまざまな情報があることで、先ほど、町長答弁でも

申し上げましたが、司令一元化の時に家屋番号、要するに住所をかけるシールとして、は

２０年２月に各家庭へ配ってございます。ただ、そのシールについては、地番しか入らな

いということもございますので、全員が全員必要か、特に、高齢で単身の方の情報も含め

て、先ほどの答弁の繰り返しになりますのが、今後検討していきたいと考えておりますの

で、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 河端芳惠君。 

○４番（河端芳惠君） 先ほど、高齢者緊急医療情報キットで、聞き逃しがあったのです

が、消防に機械は、ないのですか。例えば、先ほど話したように出先で何かあった場 
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合、その方は情報キットを備えていることがわかってはいたのですが、消防にその控えが

あれば、話がすごくスムーズに進んだので、消防に控えがなく、総務課にあるとの話です

が、その辺はどうなのでしょう。 

○議長（橋本憲治君） 総務課業務監。 

○総務課業務監（伊田 彰君） 時期的にどの時期かわからないのですが、もし最近のこ

とであれば、情報的に行きわたっていなかったことも含め、お詫び申し上げたいと思いま

すが、現在の台帳情報については、消防と福祉保健課、総務課で閲覧ができるように町の

サーバーへデータを保存し、システム化しています。先ほどの質問の中にもございました

が、障がい者、高齢者等の見守りのシステムを稼働すると同様に、今度は地図をクリック

すると要するに地番と名前を言っていただくと台帳情報が出てくるようなシステムになっ

てございます。 

○議長（橋本憲治君） 河端芳惠君。 

○４番（河端芳惠君） 高齢者・障がい者等地域見守りシステムは、住民に光をそそぐ交

付金の中で、２３年５月から２４年２月にかけ、総事業費２５２万円で設置し、マップを

つくることですが、今、例えば、福祉保健課、総務課にあっても夜間は、本当に必要な 

時、なかなか情報が手に入らないため、消防とは、どのような形になるのでしょうか、そ

れとか町内会もそれぞれいろいろな見守りマップづくりをしていますが、どのようにリン

クするのか、別なものなのか、その辺はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（橋本憲治君） 総務課業務監。 

○総務課業務監（伊田 彰君） 高齢者・障がい者地域見守りシステムの関係なのです 

が、基本的には消防と先ほども言いましたが、福祉保健課と総務課が閲覧できる。町のコ

ンピューター室にサーバーを置いて、パスワードで管理をし、システムを見れるというこ

とですので、夜間や火事、交通事故等については、総務課の防災も出ていきますので、そ

の部分では、対応をある程度できるかと思いますが、単純に救急の部分でいきますと消防

側でマップを開いていただき対応できるような形と思います。 

 あともう１点、町内会とのリンクの関係なのですが、どうしてもシステム的に高額とい

うこともありますので、現在考えている部分については、同じマップで印字、プリントア

ウトした部分を町内会の会長、庶務等々と共有できればと思っていますが、システム入札

を来週予定しておりますので、今後、町内会等々にはご協力をお願いすることも含め、要

請してまいりたいと思っております。 

○議長（橋本憲治君） 河端芳惠君。 

○４番（河端芳惠君） 今回、大震災を受けて、私も身内が石巻、仙台と被災したもの 

で、安心、安全、それと地域との連携、親戚、いろいろなグループとの連携、いろいろな

ネットワークが多ければ多いほど網目から落ちる人が尐なく、いろいろなことでネットワ

ークを広げ、いろいろな人を救うことが、大きな課題と思います。それで、いろいろな制

度が構築されようとしておりますが、本当につくったものが有効に活用して、本当に１人

の不幸を見逃さない制度となるように要望し、私の一般質問を終わります。 

 町長、すみません、今までの中で、もし思いがありましらお聞かせください。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） 過去に新潟県の小千谷
お ぢ や

市長の関氏が書いた中越大地震の叫びとし
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て、関市長の本を紹介しながら、もし私の町では、どうだったら、どうなるのかも含 

め、今、鮮明に残っております。最近、北海道新聞で今日の話題として、宮城県栗原市の

例が載ってございました。例えば、この地域は、今回、被災しましたが、死者と行方不明

者が１人もいなかった市であります。それは、津波の被害がなかったこともあるでしょう

が、とにかく激震を受けている自治体が、犠牲者ゼロということについては、非常に驚き

だった紹介をされています。この市は７万６千人の県内有数の米どころですが、２００８

年、今から３年前のちょうど今頃、宮城県内に内陸地震があり、死者１７人、行方不明６

人の犠牲を出した市でもございまして、その時の教訓によって、この市は、耐震やあるい

は防災に対する強化をしたと紹介が載っています。 

 マクロ的に言いますと１つは、住民が自ら備えなければならないことと行政がやらなけ

ればならないことであります。それは北海道や国の責任等も含め、きちんと整備していか

なければならないことがあるのと思います。 

 例えば、この市でいきますと約１，２００万円を投入し、ヘルメットを全戸に配ったこ

とが１つ挙げられています。 

 さらには、市内に２５５ある町内会のすべてに自主防災組織をつくり、避難や緊急救命

の訓練を日常的に重ねてきたことであります。 

 さらに、民生委員が体の不自由なお年寄りや障がいを持った方たちに避難誘導をする方

法も具体的に考えてきた。 

 さらに、３年間で非常に防災意識の高揚につながったことなのですが、さらに、市の職

員は、自宅の耐震補強、家具の倒壊防止措置をとることなどを含め、奨励したことか 

ら、犠牲ゼロの状況を生み出したとの報告をマスコミで紹介をされています。 

 改めて私は、今回の被災に関係して安心、安全の防災について、どうあるべきかと５人

の議員の方からこれらに共通しいろいろなことで訓子府は大丈夫かと今日、明日といろい

ろな質問が出されると思いますが、いずれにしても今、性急にということよりも、この東

日本大震災の教訓を踏まえながら、私たちが行政として成しうることと住民としてやって

いただくことや一緒になってやることをきちんと整理した上で、私は改めて不足する部 

分、やらなければならないことを提案する時期が、遠くない時期に来ると大局的には考え

ているところでございます。 

 例えば、避難場所については、ハザードマップ等をご覧いただいたらお分かりです 

が、各学校を想定しています。この学校がもし使えなくなったらどうなるのか。停電にな

ったらどうするのか。これも東日本大震災の中でも非常にいろいろな課題としてあがって

います。文部科学省にこの間行って来て、学校の発電装置あるいは、トイレの拡充などの

こと等も含めた対応が国として、補助する考え方はないのかを含めて確認してきました 

ら、今、着実に準備を進めているとのことであります。この数年のうちに徐々に耐震ある

いは、私どもの町で言いますと直下型の地震とダムの倒壊に伴う、右岸、左岸の堤防が決

壊した時の災害を想定することしか考えられませんが、いずれにしてもその中で、ここが

水没することは、北見市内は全壊、全滅するなども含めて、具体的なイメージを持ちなが

ら、私は中長期的な災害の対応策を自治体として、きちんとしていかなければいけないと

思っております。 

 その点で細かなことでいきますと今、河端議員が言っていただいた災害弱者と言われて
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いる災害弱者通報システムの電話のところを簡単に押したりすると消防にいく、消防から

確認するのは、北見消防組合です。もう１つは、民間に委託し、この地域は安全センター

に委託をしながら、よりきめ細かな対応をしていくことの回答をいただきながらやること

にしていますから、これは近隣の安心、安全も含め、推移を見守りたいですし、今、河端

議員が言われた心配についても具体的に詰めながら、私は後退させることは絶対あっては

ならないと思いますので、前向きに検討を深めていく必要があるのではないのかと思って

います。 

 それから、緊急医療キットについても、去年から始めた制度で、冷蔵庫の中に入れてい

る。自宅にいない場合はどうするのかとして、かつてペンダントを持たせたことがありま

す。それから認知症の方については、無線装置を持たせ、実は日本のどこに行っても、そ

の方が、わかるシステムを私が確か福祉保健課長の時に、それを５台ほど購入し、やった

ことがあります。 

 しかし、これは誰も借りてくれない。実際に理屈の上では分かっていても臨場感といい

ましょうか、なかなかできないこともありまして、とりあえずは、希望するというの 

か、６５歳以上の一定の年代になった方は、冷蔵庫を開けたら、その人の病歴や通院して

いる病気がわかる仕組みにした。 

 さらに今、伊田業務監が中心になって進めております「高齢者地域見守りシステム」に

ついては、ボタンを簡単に押すとどこの地域でどのような方々が、前回の上原議員の質問

にもありましたが、ぼやが出た時に、その近所に体の不自由な方がおられるために、それ

らの対応はどうしているのかも含め、この見守りシステムは、ある意味で、ビジュアル的

な言い方をしましたが、視覚的に消防と福祉保健課、総務課で、総体的にそれを見つめる

ことができる。それをマップとして、町内会や実践会に配付したり、あるいは協力をして

いくこともこれから詰めていかなければならない。今までは、秘密、個人の情報などのこ

とでグレーの部分だったですが、これらについてもやはりやっていかなければならないと

思っています。 

 午前中の執行方針の中でも申し上げましたが、例えば、副町長も置かせていただきまし

たので、老人クラブあるいは独り暮らしのご高齢の自宅に私自身が訪問することについて

も、どこの誰が独り暮らしなのかも含め、このようなこともきちんとやはり情報とし 

て、私たちが収集、保管し、活用することも含めた状況をつくっていかなければならない

ことであります。シールのことについても、住所があったらいいのではないのかやもっと

わかりやすいものがあったらいいのではないのかというのは、これを２０年度にやってお

りますが、もう２年、３年目を迎えておりますので、改めてまたやり直し、あるいは補強

し、再配付することが必要と考えておりますので、いずれにしてもこの大震災が３月１１

日に起きてから、約１００日たったこの今日
こんにち

において、この町で何を想定し、何をどのよ

うにしていくかは、組織的にやはり詰めて行かなければならない時期と考えておりますの

で、ご理解を賜りたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 河端芳惠君。 

○４番（河端芳惠君） 訓子府は安心な町で子育てもしやすいし、高齢化になり、定年退

職されても訓子府に住みませんかと声をかけたりもしていますが、やはり安心、安全な町

ということが、いろいろな方にわかっていただき、訓子府に住んでみたいと思っていただ
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けたらいいと思います。 

 以上で、私の質問を終わります。 

○議長（橋本憲治君） ４番、河端芳惠君の質問が終わりました。 

 

   ◎散会の宣告 

○議長（橋本憲治君） お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ散会いたしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて散会することに決定いたしました。 

 明日も引き続き、一般質問を継続いたしますので、ご参集をお願いいたしたいと思いま

す。明日は、午前９時３０分からです。 

 皆さんご苦労様でございました。 

 

散会 午後 ３時５７分 


